
JP 6701375 B2 2020.5.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄弁を監視するシステムであって、
　（ａ）建物の少なくとも一つのトイレに配置された複数の洗浄弁であって、前記複数の
洗浄弁の各洗浄弁が、洗浄弁データを送信するように構成された通信デバイスを備える複
数の洗浄弁と、
　（ｂ）前記複数の洗浄弁の各洗浄弁と通信する少なくとも一つのコントローラとを備え
、前記少なくとも一つのコントローラは、
　　（ｉ）前記複数の洗浄弁の各洗浄弁から前記洗浄弁データを受信し、かつ
　　（ｉｉ）前記複数の洗浄弁のうちの第一の洗浄弁が点検または交換を必要としている
か否かを、前記第一の洗浄弁の洗浄弁データを前記複数の洗浄弁のうちの少なくとも一つ
の他の洗浄弁の洗浄弁データと比較することによって少なくとも部分的に基づいて決定す
るようにプログラムまたは構成され、
　前記少なくとも一つのコントローラは、前記第一の洗浄弁の使用が、前記複数の洗浄弁
または前記複数の洗浄弁のうちの一部の洗浄弁の平均使用回数、前記複数の洗浄弁または
前記複数の洗浄弁のうちの一部の洗浄弁の使用回数の中央値、またはそれらの任意の組み
合わせのうちの少なくとも一つよりも少ない、または定義済みの許容値を超えて少ないこ
とを決定することによって前記第一の洗浄弁が点検または交換を必要としていることを決
定するようにプログラムまたは構成されるシステム。
【請求項２】
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　前記複数の洗浄弁の各洗浄弁は圧力センサを備え、前記複数の洗浄弁の各洗浄弁の前記
洗浄弁データは当該洗浄弁と関連する圧力を含む請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記少なくとも一つのコントローラは、前記第一の洗浄弁と関連する圧力が、
　前記複数の洗浄弁または前記複数の洗浄弁のうちの一部の洗浄弁の圧力の平均値、前記
複数の洗浄弁または前記複数の洗浄弁のうちの一部の洗浄弁の圧力の中央値、またはそれ
らの任意の組み合わせのうちの少なくとも一つを含む値と定義済みの許容値を超えて異な
ることを決定することによって前記第一の洗浄弁が点検または交換を必要としていること
を決定するようにプログラムまたは構成される請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記少なくとも一つのコントローラは前記第一の洗浄弁の内部のコントローラを含む請
求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記少なくとも一つのコントローラは中央コントローラを含む請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項６】
　前記複数の洗浄弁の各洗浄弁は、個別のコントローラを備え、前記少なくとも一つのコ
ントローラは、中央コントローラまたは前記複数の洗浄弁のうちの少なくとも一つの洗浄
弁の少なくとも一つの個別のコントローラを含む請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　トイレ器具を監視するシステムであって、
　（ａ）建物の少なくとも一つのトイレに配置された複数のトイレ器具であって、前記複
数のトイレ器具の各トイレ器具が、該それぞれのトイレ器具の器具データを送信するよう
に構成された通信デバイスを備える複数のトイレ器具と、
　（ｂ）前記複数のトイレ器具の各トイレ器具と通信する少なくとも一つのコントローラ
とを備え、前記少なくとも一つのコントローラは、
　　（ｉ）前記複数のトイレ器具の各トイレ器具から前記器具データを受信し、かつ
　　（ｉｉ）前記複数のトイレ器具のうちの第一のトイレ器具が点検または交換を必要と
している否かを、前記第一のトイレ器具の器具データを前記複数のトイレ器具のうちの少
なくとも一つの他のトイレ器具の器具データと比較することによって少なくとも部分的に
基づいて決定するようにプログラムまたは構成され、
　前記少なくとも一つのコントローラは、前記第一のトイレ器具が前記複数のトイレ器具
の他のトイレ器具よりも使用頻度が少ないことを決定することによって前記第一のトイレ
器具が点検または交換を必要としていることを決定するようにプログラムまたは構成され
、
　前記第一のトイレ器具が他のトイレ器具よりも使用頻度が少ないことを決定することは
、前記第一のトイレ器具の使用回数が、前記複数のトイレ器具または前記複数のトイレ器
具のうちの一部のトイレ器具の平均使用回数、前記複数のトイレ器具または前記複数のト
イレ器具のうちの一部のトイレ器具の使用回数の中央値、またはそれらの任意の組み合わ
せのうちの少なくとも一つよりも少ない、または定義済みの許容値を超えて少ないことを
決定することを含むシステム。
【請求項８】
　前記複数のトイレ器具は、洗浄弁、蛇口、ハンドドライヤ、タオルディスペンサ、ソー
プディスペンサ、またはそれらの任意の組み合わせのうちの少なくとも一つを含む請求項
７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記少なくとも一つのコントローラは、前記第一の洗浄弁内部のコントローラ、中央コ
ントローラ、前記複数のトイレ器具の各々内部の複数のコントローラのうちの少なくとも
一つのコントローラ、またはそれらの任意の組み合わせのうちの少なくとも一つを含む請
求項７に記載のシステム。
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【請求項１０】
　トイレに配置された複数のトイレ器具を監視する方法であって、前記複数のトイレ器具
の各トイレ器具は、器具データを送信するように構成された通信デバイスを含み、該方法
は、
　少なくとも一つのコントローラで、前記複数のトイレ器具の各トイレ器具からの器具デ
ータを収集するステップと、
　少なくとも一つのコントローラで、前記複数のトイレ器具のうちの第一のトイレ器具か
ら受信した器具データを前記複数のトイレ器具のうちの少なくとも一つ他のトイレ器具か
ら受信した器具データと比較するステップと、
　少なくとも一つのコントローラで、器具データの比較に少なくとも部分的に基づいて、
前記第一のトイレ器具が、点検または交換を必要としているか否かを決定するステップと
、
　前記第一のトイレ器具が点検または交換を必要としているとの決定に応答して、少なく
とも一つのコントローラで、前記第一のトイレ器具データを識別する少なくとも一つの警
告またはメッセージを発生するステップとを備え、
　前記第一のトイレ器具が点検または交換を必要としているか否かを決定するステップは
、前記第一のトイレ器具が前記複数のトイレ器具のうちの他のトイレ器具よりも使用頻度
が少ないことを決定するステップを含み、
　前記第一のトイレ器具が他のトイレ器具よりも使用頻度が少ないことを決定するステッ
プは、前記第一のトイレ器具の使用回数が、前記複数のトイレ器具または前記複数のトイ
レ器具のうちの一部のトイレ器具の平均使用回数、前記複数のトイレ器具または前記複数
のトイレ器具のうちの一部のトイレ器具の使用回数の中央値、またはそれらの任意の組み
合わせのうちの少なくとも一つよりも少ないまたは定義済みの許容値を超えて少ないこと
を決定するステップを含む方法。
【請求項１１】
　前記複数のトイレ器具は複数の洗浄弁を含み、該複数の洗浄弁の各洗浄弁は圧力センサ
を含み、該複数の洗浄弁の各洗浄弁の前記器具データは該洗浄弁の圧力を含む請求項１０
に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第一のトイレ器具が点検または交換が必要であるか否かを決定するステップは、前
記第一のトイレ器具に関連する圧力が、前記複数のトイレ器具または前記複数のトイレ器
具のうちの一部のトイレ器具の圧力の平均値、前記複数のトイレ器具または前記複数のト
イレ器具のうちの一部のトイレ器具の圧力の中央値、またはそれらの任意の組み合わせの
うちの少なくとも一つを含む値と定義済みの許容値を超えて異なることを決定するステッ
プを含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　第一の洗浄弁に関連する前記圧力が前記値から前記定義済みの閾値を超えて異なること
を決定するステップは、第一の洗浄弁に関連する前記圧力が前記値よりも少なくとも前記
定義済みの許容値だけ少ないこと決定するステップを含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　洗浄弁を監視するシステムであって、
　（ａ）建物の少なくとも一つのトイレに配置された複数の洗浄弁であって、前記複数の
洗浄弁の各洗浄弁が、洗浄弁データを送信するように構成された通信デバイスを備える複
数の洗浄弁と、
　（ｂ）前記複数の洗浄弁の各洗浄弁と通信する少なくとも一つのコントローラとを備え
、
　前記少なくとも一つのコントローラは、前記第一の洗浄弁が点検または交換を必要とし
ていることを、当該洗浄弁が前記トイレ内の他のトイレ器具よりも使用頻度が少ないこと
決定することによって決定するようにプログラムまたは構成され、
　前記第一の洗浄弁が他のトイレ器具よりも使用頻度が少ないことを決定することは
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、前記第一の洗浄弁の使用回数が、前記少なくとも一つの他のトイレ器具の使用回数
、前記複数のトイレ器具または前記複数のトイレ器具のうちの一部のトイレ器具の平均使
用回数、前記複数のトイレ器具または前記複数のトイレ器具のうちの一部のトイレ器具の
使用回数の中央値、またはそれらの任意の組み合わせのうちの少なくとも一つよりも少な
い、または定義済みの許容値を超えて少ないことを決定することを含み、
　前記他のトイレ器具は、蛇口、ハンドドライヤ、タオルディスペンサ、ソープディスペ
ンサ、またはそれらの任意の組み合わせのうちの少なくとも一つを含むシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願に対する相互参照）
　本願は、２０１５年１２月１５日に出願された米国仮出願第６２／２６７，４７２号、
２０１６年８月９日に出願された米国特許出願第１５／２３２，１０５号、２０１６年８
月９日に出願された米国特許出願第１５／２３２，１３７号、および２０１６年１２月１
３日に出願された米国特許出願第１５／３７７，２３３号の利益を主張し、前記出願の全
開示をそのまま参照によって本明細書に援用する。
【０００２】
　本発明は、トイレ器具に関し、特定の一実施形態では、複数のトイレ器具を監視および
／または管理するシステム、方法、および装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　小便器、大便器等のための洗浄システムのような多くの廃水システムでは、これらのシ
ステムに関連する弁が、摩耗、漏れ、および他のメンテナンスの問題を生じ易い。長期間
にわたる連続使用または延長使用により、または前記弁の内部部品が摩耗すると、これら
の既知の洗浄弁が、前記洗浄弁が提供するように元々設計されていた一回の洗浄当りの水
量とは異なる水量を提供することは珍しくはない。たとえば、新品時では一回の洗浄当た
り１．６ガロンを提供するよう元々設計されていた洗浄弁が、最終的には弁部品の摩耗ま
たは使用に起因して一回の洗浄当り２ガロン以上を提供することになる可能性がある。病
院、刑務所、スタジアム、マンション等のような大規模な用途では、このことが、水の使
用量およびコストの上昇に及び得る。加えて、これらの既知の洗浄弁は、当該弁が提供す
る一回の洗浄当りの水量にも影響を及ぼし得る洗浄サイクル中の水圧変動を補償できない
。弁に加えて、他のトイレ器具は、連続使用で摩耗し、すなわち、定期的なメンテナンス
を必要とする。
【０００４】
　さらに、特定の場所の洗浄弁は、使用量にばらつきがある可能性が有る。標準的な使用
量に対しては、特定の洗浄時間が適切であろうにもかかわらず、ある施設またはトイレで
の複数の洗浄弁の頻繁な使用によって、さらなる洗浄が生じするのを制限または防止する
水圧低下を引き起こす可能性がある。
【０００５】
　したがって、既知のトイレ器具に関連する問題の少なくともいくつかを減少するまたは
排除するシステム、方法、および装置を提供することが有利である。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の非制限的な実施形態によれば、洗浄弁を監視するシステムであって、建物の少
なくとも一つのトイレに配置された複数の洗浄弁であって、前記複数の洗浄弁の各洗浄弁
が洗浄弁データを送信するように構成された通信システムを備える複数の洗浄弁と、当該
複数の洗浄弁の各洗浄弁と通信する少なくとも一つのコントローラと備え、前記少なくと
も一つのコントローラは、前記複数の洗浄弁の各洗浄弁から前記洗浄弁データを収集し、
かつ前記複数の洗浄弁の第一の洗浄弁が点検または交換を必要としているか否かを、前記
第一の洗浄弁の洗浄弁データを前記複数の洗浄弁のうちの少なくとも一つの他の洗浄弁の
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洗浄弁データと比較することによって少なくとも部分的に基づいて決定するようにプログ
ラムまたは構成されるシステムが提供される。
【０００７】
　非制限的な実施形態によれば、前記複数の洗浄弁の各洗浄弁は圧力センサを備えること
ができ、かつ前記複数の洗浄弁の各洗浄弁の前記洗浄弁データは当該洗浄弁に関連する圧
力を含むことができる。さらに、前記少なくとも一つのコントローラは、前記第一の洗浄
弁に関連する圧力が、前記少なくとも一つの他の洗浄弁の圧力、前記複数の洗浄弁または
前記複数の洗浄弁の一部の洗浄弁の圧力の平均、前記複数の洗浄弁または前記複数の洗浄
弁の一部の洗浄弁の圧力の中央値、またはそれらの任意の組み合わせのうちの少なくとも
一つを含む値から定義済みの許容値を超えて異なることを決定することによって、前記第
一の洗浄弁が、点検または交換を必要としていることを決定するようにさらにプログラム
または構成されることができる。
【０００８】
　非制限的な実施形態によれば、前記少なくとも一つのコントローラは、前記少なくとも
一つの他の洗浄弁、前記複数の洗浄弁または前記複数の洗浄弁のうちの一部の洗浄弁の平
均使用回数、前記複数の洗浄弁または前記複数の洗浄弁のうちの一部の洗浄弁の使用回数
の中央値、またはそれらの組み合わせのうちの少なくとも一つよりも前記洗浄弁の使用頻
度が少ないことを決定することによって、前記第一の洗浄弁が、点検または交換を必要と
していることを決定するようにさらにプログラムまたは構成される。他の非制限的な実施
形態において、前記少なくとも一つのコントローラは、前記第一の洗浄弁が、点検または
交換を必要としていることを、前記トイレにおける他のトイレ器具よりも当該洗浄弁の使
用頻度が少ないことを決定することによって決定するようにプログラムされるまたは構成
されることができ、前記他のトイレ器具は、蛇口、ハンドドライヤ、タオルディスペンサ
、ソープディスペンサ、またはそれらの任意の組み合わせのうちの少なくとも一つを含む
。
【０００９】
　非制限的な実施形態において、前記少なくとも一つのコントローラは、前記第一の洗浄
弁の内部のコントローラおよび／または中央コントローラを含むことができる。いくつか
の非制限的な実施形態では、前記複数の洗浄弁の各洗浄弁は、個別のコントローラを含む
ことができ、かつ前記少なくとも一つのコントローラは、前記複数の洗浄弁のうちの少な
くとも一つの洗浄弁の少なくとも一つの個別コントローラを含むことができる。
【００１０】
　本発明の別の一つの非制限的な実施形態によれば、トイレ器具を監視するシステムであ
って、建物の少なくとも一つトイレに配置された複数のトイレ器具であって、前記複数の
トイレ器具の各トイレ器具は、器具データを送信するように構成された通信デバイスを備
える複数のトイレ器具と、前記複数のトイレ器具の各トイレ器具と通信している少なくと
も一つのコントローラとを備え、前記少なくとも一つのコントローラは、前記複数のトイ
レ器具の各トイレ器具からの前記器具データを受信し、かつ前記複数のトイレ器具のうち
の第一のトイレ器具が点検または交換を必要としているか否かを、前記第一のトイレ器具
の器具データを前記複数のトイレ器具のうちの少なくとも一つの他のトイレ器具の器具デ
ータと比較することに少なくとも部分的に基づいて決定するシステムが提供される。
【００１１】
　非制限的な実施形態において、前記少なくとも一つのコントローラは、前記複数のトイ
レ器具の他のトイレ器具よりも前記第一のトイレ器具の使用頻度が少ないことを決定する
ことによって、前記第一のトイレ器具が点検または交換を必要としているか否かを決定す
るようにプログラムまたは構成されることができる。前記第一のトイレ器具が他のトイレ
器具よりも使用頻度が少ないことを決定することは、前記第一のトイレ器具の使用回数が
、前記少なくとも一つの他のトイレ器具の使用回数、前記複数のトイレ器具または前記複
数のトイレ器具の一部のトイレ器具の平均使用回数、前記複数のトイレ器具または前記複
数のトイレ器具の一部のトイレ器具の使用回数の中間値、またはそれらの任意の組み合わ
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せのうちの少なくとも一つ少ないまたは定義済みの許容値を超えて少ないことを決定する
ことを含むことができる。
【００１２】
　非制限的な実施形態において、前記複数のトイレ器具は、洗浄弁、蛇口、ハンドドライ
ヤ、タオルディスペンサ、ソープディスペンサ、またはそれらの任意の組み合わせのうち
の少なくとも一つを含むことができる。さらに、前記少なくとも一つのコントローラは、
前記第一の洗浄弁内のコントローラ、中央コントローラ、前記複数のトイレ器具の各々の
内部の複数のコントローラのうちの少なくとも一つのコントローラ、またはそれらの任意
の組み合わせのうちの少なくとも一つを含むことができる。
【００１３】
　本発明の別の一つの非制限的な実施形態によれば、トイレに配置された複数のトイレ器
具を監視する方法であって、前記複数のトイレ器具の各トイレ器具は、器具データを送信
するように構成された通信デバイスを備え、当該方法は、少なくとも一つのコントローラ
で、前記複数のトイレ器具の各トイレ器具から器具データを収集するステップと、少なく
とも一つのコントローラで、前記複数のトイレ器具のうちの第一のトイレ器具から受信し
た器具データを前記複数のトイレ器具の少なくとも一つの他のトイレ器具から受信した器
具データと比較するステップと、少なくとも一つのコントローラで、前記第一のトイレ器
具が前記器具データの比較に少なくとも部分的に基づいて点検または交換を必要としてい
るか否かを決定するステップと、前記第一のトイレ器具が点検または交換を必要としてい
るという決定に応答して、少なくとも一つのコントローラで、前記第一のトイレ器具デー
タを識別する少なくとも一つの警告またはメッセージを生成することを含む方法が提供さ
れる。
【００１４】
　非制限的な実施形態において、前記第一のトイレ器具が点検または交換を必要としてい
るか否かを決定するステップは、前記第一のトイレ器具が前記複数のトイレ器具のうちの
他のトイレ器具よりも使用頻度が少ないことを決定するステップを含むことができる。さ
らに、前記第一のトイレ器具が他のトイレ器具よりも使用頻度が少ないことを決定するス
テップは、前記第一のトイレ器具の使用回数が、前記少なくとも一つの他のトイレ器具の
使用回数、前記複数のトイレ器具または前記複数のトイレ器具のうちの一部のトイレ器具
の平均使用回数、前記複数のトイレ器具または前記複数のトイレ器具の一部のトイレ器具
の使用回数の中央値、またはそれらの任意の組み合わせのうちの少なくとも一つよりも使
用頻度が少ないまたは定義済みの許容値を超えて少ないことを決定することを含むことが
できる。
【００１５】
　非制限的な実施形態において、前記複数のトイレ器具は複数の洗浄弁を含むことができ
、前記複数のトイレ器具の各洗浄弁は圧力センサを備え、かつ前記複数の洗浄弁の各洗浄
弁の前記器具データは、当該各洗浄弁の圧力を含む。
【００１６】
　非制限的な実施形態において、前記第一のトイレ器具が点検または交換を必要としてい
るか否かを決定するステップは、前記少なくとも一つの他のトイレ器具の圧力、前記複数
のトイレ器具または前記複数のトイレ器具のうちの一部のトイレ器具の圧力の平均、前記
複数のトイレ器具または前記複数のトイレ器具のうちの一部のトイレ器具の圧力の中央値
、またはそれらの任意の組み合わせのうちの少なくとも一つを含む値から前記第一のトイ
レ器具に関連する圧力が定義済みの許容値を超えて異なることを決定するステップを含む
ことができる。さらに、前記第一の洗浄弁に関連する前記圧力が、前記値と前記定義済み
の閾値を超えて異なることなることを決定するステップは、前記第一の洗浄弁に関連する
前記圧力が前記値よりも少なくとも前記定義済みの閾値だけ少ないことを決定すること含
むことができる。
【００１７】
　本発明のさらなる非制限的な実施形態によれば、一貫した洗浄水量を提供するために洗
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浄弁のタイミングを最適化するシステムであって、当該システムは、（ａ）通水エリアと
、洗浄弁を開放するように構成されたソレノイドを備える該洗浄弁と、（ｂ）前記洗浄弁
内の圧力を測定するように構成された少なくとも一つの圧力センサと、（ｃ）前記少なく
とも一つの圧力センサおよび前記ソレノイドと通信している少なくとも一つのコントロー
ラとを備え、前記少なくとも一つのコントローラは、（ｉ）洗浄要求に応答して洗浄時間
の間前記洗浄弁を開放するように前記ソレノイドを制御し、（ｉｉ）少なくとも一つの洗
浄弁圧力を得るために前記洗浄弁内の圧力を測定し、（ｉｉｉ）前記少なくとも一つの洗
浄弁圧力に少なくとも部分的に基づいて前記洗浄時間を調整して、調整された洗浄時間を
得、かつ（ｉｖ）洗浄要求に応答して前記調整された洗浄時間の間前記洗浄弁を開放する
ように前記ソレノイドを制御するようにプログラムまたは構成されるが提供される。
【００１８】
　洗浄弁のタイミングを最適化する前記システムの非制限的な実施形態において、前記洗
浄時間は、前記洗浄弁の使用回数に少なくとも部分的に基づいて前記調整された洗浄時間
に調整されることができる。さらに、前記少なくとも一つのコントローラは、前記洗浄弁
が洗浄される毎にカウンタをインクリメントするようにさらにプログラムまたは構成され
ることができ、前記使用回数は、前記カウンタに基づいている。いくつかの非制限的な実
施形態では、前記少なくとも一つのコントローラは、前記洗浄弁の洗浄の前の少なくとも
一つの静圧および前記洗浄弁の洗浄中の少なくとも一つの動圧を得ることによって前記少
なくとも一つの洗浄弁圧力を得るために前記洗浄弁内の前記圧力を測定する。前記洗浄時
間は、前記少なくとも一つの静圧、前記少なくとも一つの動圧、および前記洗浄弁の前記
通水エリアに少なくとも部分的に基づいて前記調整された洗浄時間に調整されることがで
きる。前記洗浄時間は、前記洗浄弁の使用回数に少なくとも部分的に基づいて前記調整さ
れた洗浄時間に調整されることもできる。
【００１９】
　洗浄弁のタイミングを最適化する前記システムの非制限的な実施形態において、前記調
整された洗浄時間は、前記洗浄弁の前記通水エリアが使用によって摩耗された後、一貫し
た洗浄を提供するために前記洗浄時間未満である。さらに、非制限的な実施形態において
、前記少なくともコントローラは、一回の洗浄当たりの水使用量を決定し、且つ前記一回
の洗浄当たりの水量の使用に少なくとも部分的に基づいて前記調整された洗浄時間を決定
するようにさらにプログラムまたは構成されることができる。前記一回の洗浄当たりの水
使用量は、前記少なくとも一つの洗浄弁圧力と前記洗浄弁の使用回数に少なくとも部分的
に基づくことができる。
【００２０】
　本発明の別の一つの非制限的な実施形態によれば、一貫した洗浄水量を提供するために
洗浄弁のタイミングを最適化する洗浄弁コントローラが提供され、当該洗浄弁コントロー
ラは、当該洗浄弁コントローラに、前記洗浄弁に配置された圧力センサから、前記洗浄弁
内の少なくとも一つの洗浄弁圧力を受信させ、前記洗浄弁を洗浄時間の間開放させるため
に当該洗浄弁内に配置されたソレノイドを制御させ、前記少なくとも一つの洗浄弁圧に少
なくとも部分的に基づいて前記洗浄時間を調整して、調整された洗浄時間を得させ、かつ
前記洗浄弁を前記調整された洗浄時間の間開放させるために前記洗浄弁内に配置された前
記ソレノイドを制御させる当該洗浄弁コントローラに記憶された、または当該洗浄弁コン
トローラと通信しているプログラム命令を実行するように構成される。
【００２１】
　洗浄弁のタイミングを最適化する前記洗浄弁コントローラの非制限的な実施形態におい
て、前記洗浄時間は、前記洗浄弁の使用回数に少なくとも部分的に基づいて前記調整され
た洗浄時間に調整されることができる。さらに、非制限的な実施形態において、前記洗浄
弁コントローラは、一回の洗浄当たりの水使用量を決定し、且つ前記一回の洗浄当たりの
水使用量に少なくとも部分的に基づいて前記調整された洗浄時間を決定するようにさらに
プログラムまたは構成されることができる。前記一回の洗浄当たりの水使用量は、前記少
なくとも一つの洗浄弁圧力および前記洗浄弁の使用回数に少なくとも部分的に基づいて決
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定されることができる。
【００２２】
　洗浄弁のタイミングを最適化する前記洗浄弁コントローラの非制限的な実施形態におい
て、前記少なくとも一つの圧力センサから受信される前記洗浄弁内の前記少なくとも一つ
の洗浄弁圧力は、前記洗浄弁の洗浄の前の少なくとも一つの静圧および前記洗浄弁の前記
洗浄中の少なくとも一つの動圧を含む。前記洗浄時間は、前記少なくとも一つの静圧、前
記少なくとも一つの動圧、および前記洗浄弁の通水エリアに少なくとも部分的に基づいて
前記調整された洗浄時間に調整されることができる。前記洗浄時間は、前記洗浄弁の使用
回数に少なくとも部分的に基づいて前記調整された洗浄時間に調整されることもできる。
【００２３】
　洗浄弁のタイミングを最適化する前記洗浄弁コントローラの非制限的な実施形態におい
て、前記洗浄弁コントローラは、前記洗浄弁内に配置された少なくとも一つのコントロー
ラまたは複数の洗浄弁と通信している少なくとも一つの中央コントローラを含むことがで
き、前記洗浄弁コントローラは、少なくとも一つのデータ記憶デバイスに前記少なくとも
一つの洗浄弁圧力を記憶するようにさらにプログラムまたは構成されることができる。
【００２４】
　本発明のさらなる非制限的な実施形態によれば、一貫した洗浄量を提供するために洗浄
弁のタイミングを最適化する方法であって、前記洗浄弁が、通水エリア、当該通水エリア
を通して洗浄を提供するために前記洗浄弁を開放するように構成されたソレノイドと、前
記洗浄弁に配置された少なくとも一つの圧力センサとを備え、前記少なくとも一つの圧力
センサから受信したデータから前記洗浄弁内の少なくとも一つの洗浄弁圧力を測定するス
テップと、前記洗浄弁を洗浄時間の間開放させるように前記ソレノイドを制御するステッ
プと、前記少なくとも一つの洗浄弁圧力に少なくとも部分的に基づいて前記第一の洗浄時
間を調整して、調整された洗浄時間を得させるステップ、前記洗浄弁を前記調整された洗
浄時間の間開放させるために前記ソレノイドを制御するステップとを含む方法が提供され
る。
【００２５】
　洗浄弁のタイミングを最適化する前記方法の非制限的な実施形態において、前記洗浄時
間は、前記洗浄弁の使用回数に少なくとも部分的に基づいて前記調整された洗浄時間に調
整されることができる。さらに、前記少なくとも一つの洗浄弁圧力を測定するステップは
、前記少なくとも一つの圧力センサから、前記洗浄弁の洗浄まえの少なくとも一つの静圧
および前記洗浄弁の洗浄中の少なくとも一つの動圧を得るステップを含むことができる。
前記洗浄時間は、前記少なくとも一つの静圧、前記少なくとも一つの動圧、前記洗浄弁の
前記通水エリアに少なくとも部分的に基づいて前記調整された洗浄時間に調整されること
ができる。前記洗浄時間は、前記洗浄弁の使用回数に少なくとも部分的に基づいて前記調
整された洗浄時間に調整されることもできる。
【００２６】
　洗浄弁のタイミングを最適化する前記方法の非制限的な実施形態において、当該方法は
、前記少なくとも一つの洗浄弁の一回の使用当たりの水量を決定するステップと、前記一
回の使用当たりの水量に少なくとも部分的に基づいて前記調整された洗浄時間を決定する
ステップをさらに含むことができる。
【００２７】
　本発明の概要を以下の番号が付された項で提供する。
【００２８】
　項１：洗浄弁を監視するシステムであって、（ａ）建物の少なくとも一つのトイレに配
置された複数の洗浄弁であって、前記複数の洗浄弁の各洗浄弁が洗浄弁データを送信する
ように構成された通信デバイスを備える複数の洗浄弁と、（ｂ）前記複数の洗浄弁の各洗
浄弁と通信している少なくとも一つのコントローラとを備え、前記少なくとも一つのコン
トローラは、（ｉ）前記複数の洗浄弁の各洗浄弁から前記洗浄弁データを受信し、かつ（
ｉｉ）前記複数の洗浄弁のうちの第一の洗浄弁が点検または交換を必要としているか否か
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を、前記第一の洗浄弁の洗浄弁データを前記複数の洗浄弁のうちの少なくとも一つの他の
洗浄弁の洗浄弁データと比較することによって少なくとも部分的に基づいて決定するよう
にプログラムまたは構成されるシステム。
【００２９】
　項２；前記複数の洗浄弁の各洗浄弁は圧力センサを含み、かつ前記複数の洗浄弁の各洗
浄弁の前記洗浄弁データは、当該洗浄弁と関連する圧力を含む、項１の前記システム。
【００３０】
　項３：前記少なくとも一つのコントローラは、前記第一の洗浄弁に関連する圧力が、前
記少なくとも一つの他の洗浄弁の圧力、前記複数の洗浄弁または前記複数の洗浄弁のうち
の一部の洗浄弁の圧力の平均、前記複数の洗浄弁または前記複数の洗浄弁のうちの一部の
洗浄弁の圧力の中央値、またはそれらの任意の組み合わせうちのの少なくとも一つを含む
値から定義済みの許容値を超えて異なることを決定することによって点検または交換を必
要としていることを決定するようにプログラムまたは構成される項２の前記システム。
【００３１】
　項４：前記少なくとも一つのコントローラは、前記洗浄弁の使用が、前記少なくとも一
つの他の洗浄弁、前記複数の洗浄弁または前記複数の洗浄弁のうちの一部の洗浄弁の平均
使用回数、前記複数の洗浄弁または前記複数の洗浄弁のうちの一部の洗浄弁の使用回数の
中央値、またはそれらの任意の組み合わせのうちの少なくとも一つよりも少ないまたは定
義済みの許容値を超えて少ないことを決定することによって前記第一の洗浄弁が点検また
は交換を必要としていることを決定するようにプログラムまたは構成される、項１～項３
のいずれかの前記システム。
【００３２】
　項５：少なくとも一つのコントローラは、前記第一の洗浄弁が点検または交換を必要と
していることを、前記トイレ中の他のトイレ器具よりも使用頻度が少ないことを決定する
ことによって決定するようにプログラムまたは構成され、前記他のトイレ器具は、蛇口、
ハンドドライヤ、タオルディスペンサ、ソープディスペンサまたはそれらの任意の組み合
わせのうちの少なくとも一つを含む、項１～項４のいずれかの前記システム。
【００３３】
　項６：前記少なくとも一つのコントローラは、前記第一の洗浄弁内のコントローラを含
む、項１～項５のいずれかの前記システム。
【００３４】
　項７：前記少なくとも一つのコントローラは、中央コントローラを含む、項１～項６の
いずれかの前記システム。
【００３５】
　項８：前記複数の洗浄弁の各洗浄弁は、個別のコントローラを備え、かつ前記少なくと
も一つのコントローラは、中央コントローラまたは前記複数の洗浄弁のうちの少なくとも
一つの洗浄弁の少なくとも一つの個別のコントローラを含む、項１～項７のいずれかの前
記システム。
【００３６】
　項９：トイレ器具を監視するシステムであって、（ａ）建物の少なくとも一つのトイレ
に配置された複数のトイレ器具であって、前記複数のトイレ器具の各トイレ器具が、当該
各トイレ器具に関する器具データを送信するように構成された通信デバイスを備える複数
のトイレ器具と、（ｂ）前記複数のトイレ器具の各トイレ器具と通信する少なくとも一つ
のコントローラとを備え、前記少なくとも一つのコントローラは、（ｉ）前記複数のトイ
レ器具の各トイレ器具から前記器具データを受信し、かつ（ｉｉ）前記複数のトイレ器具
のうちの第一のトイレ器具が点検または交換を必要としている否かを、前記第一のトイレ
器具の器具データを前記複数のトイレ器具のうちの少なくとも一つの他のトイレ器具の器
具データと比較することによって少なくとも部分的に基づいて決定するようにプログラム
または構成される、システム。
【００３７】
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　項１０：前記少なくとも一つのコントローラは、前記第一のトイレ器具が前記複数のト
イレ器具のうちの他のトイレ器具よりも使用頻度が少ないことを決定することによって前
記第一のトイレ器具が点検または交換を必要としていることを決定するようにプログラム
または構成される項９の前記システム。
【００３８】
　項１１：前記第一のトイレ器具が他のトイレ器具よりも使用頻度が少ないことを決定す
ることは、前記第一のトイレ器具の使用回数が、前記少なくとも一つの他のトイレ器具の
使用回数、前記複数のトイレ器具または前記複数のトイレ器具のうちの一部のトイレ器具
の平均使用回数、前記複数のトイレ器具または前記複数のトイレ器具のうちの一部のトイ
レ器具の使用回数の中央値、またはそれらの任意の組み合わせのうちの少なくとも一つよ
りも少ないまたは定義済みの許容値を超えて少ない項１０の前記システム。
【００３９】
　項１２：前記複数のトイレ器具は、洗浄弁、蛇口、ハンドドライヤ、タオルディスペン
サ、ソープディスペンサ、またはそれらの任意の組み合わせのうちの少なくとも一つを備
える項９～１１のいずれかの前記システム。
【００４０】
　項１３：前記少なくとも一つのコントローラは、前記第一の洗浄弁の内部のコントロー
ラ、中央コントローラ、前記複数のトイレ器具の各々の内部の複数のコントローラのうち
少なくとも一つ、またはそれらの任意の組み合わせのうちの少なくとも一つを含む項９～
１２のいずれかのシステム。
【００４１】
　項１４：トイレに配置された複数のトイレ器具を監視する方法であって、前記複数のト
イレ器具の各トイレ器具が、器具データを送信するように構成された通信デバイスを備え
、少なくとも一つのコントローラで、前記複数のトイレ器具の各トイレ器具からの器具デ
ータを収集するステップと、少なくとも一つのコントローラで、前記複数のトイレ器具の
うちの第一のトイレ器具から受信した器具データを前記複数のトイレ器具の少なくとも一
つの他のトイレ器具から受信した器具データと比較するステップと、 少なくとも一つの
コントローラで、器具データの前記比較に少なくとも部分的に基づいて前記第一のトイレ
器具が点検または交換を必要としているか否かを決定するステップと、前記第一のトイレ
器具が点検または交換を必要としているという決定することに応答して、少なくとも一つ
のコントローラで前記第一のトイレ器具データを識別する少なくとも一つの警告またはメ
ッセージを生成するステップとを含む方法。
【００４２】
　項１５：前記第一のトイレ器具が点検または交換を必要としているかを決定するステッ
プは、前記第一のトイレ器具が前記複数のトイレ器具のうちの他のトイレ器具よりも使用
頻度が少ないことを決定するステップを含む項１４に記載の前記方法。
【００４３】
　項１６：前記第一のトイレ器具が他のトイレ器具よりも使用頻度が少ないことを決定す
るステップは、前記第一のトイレ器具の使用回数が、前記少なくとも一つの他のトイレ器
具の使用回数、前記複数のトイレ器具または前記複数のトイレ器具のうちの一部のトイレ
器具の平均使用回数、前記複数のトイレ器具または前記複数のトイレ器具の内の一部のト
イレ器具の使用回数の中央値、またはそれらの任意の組み合わせのうちの少なくとも一つ
よりも少ないまたは定義済みの許容値を超えて少ないことを決定するステップを含む項１
５に記載の前記方法。
【００４４】
　項１７：前記複数のトイレ器具は複数の洗浄弁を備え、前記複数の洗浄弁の各洗浄弁は
圧力センサを備え、かつ前記複数の洗浄弁の各洗浄弁の前記器具データは、当該洗浄弁の
圧力を含む項１４～１６のいずれかの項の前記方法。
【００４５】
　項１８：前記第一のトイレ器具が点検または交換を必要としているか否かを決定するス
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テップは、前記第一のトイレ器具に関連する圧力が、前記少なくとも一つの他のトイレ器
具の圧力、前記複数のトイレ器具または前記複数のトイレ器具のうちの一部のトイレ器具
の圧力の平均、前記複数のトイレ器具または前記複数のトイレ器具のうちの一部のトイレ
器具の圧力の中央値、またはそれらの任意の組み合わせのうちの少なくとも一つを含む値
と定義済みの許容値を超えて異なることを決定するステップを含む項１７に記載の前記方
法。
【００４６】
　項１９：前記第一の洗浄弁に関連する前記圧力が、前記値から前記定義済みの閾値を超
えて異なることを決定するステップは、前記第一の洗浄弁に関連する前記圧力が、前記値
よりも少なくとも前記定義済みの許容値が少ないことを決定するステップを含む項１８に
記載の前記方法。
【００４７】
　項２０：一貫した洗浄水量を提供するために洗浄弁のタイミングを最適化するシステム
であって、（ａ）通水エリアと、洗浄弁を開放するように構成されたソレノイドとを備え
る洗浄弁と、（ｂ）前記洗浄弁内の圧力を測定するように構成された少なくとも一つ圧力
センサと、（ｃ）前記少なくとも一つの圧力センサおよび前記ソレノイドと通信している
少なくとも一つのコントローラとを備え、前記少なくとも一つのコントローラは、（ｉ）
洗浄要求に応答して洗浄時間の間前記洗浄弁を開放するように前記ソレノイドを制御し、
（ｉｉ）少なくとも一つの洗浄弁圧力を得るために前記洗浄弁内の圧力を測定し、（ｉｉ
ｉ）前記少なくとも一つの洗浄弁圧力に少なくとも部分的に基づいて前記洗浄時間を調整
して、調整された洗浄時間を得、かつ（ｉｖ）洗浄要求に応じて前記調整された洗浄時間
の間前記洗浄弁を開放するように前記ソレノイドを制御するようにプログラムまたは構成
されるシステム。
【００４８】
　項２１：前記洗浄時間は、前記洗浄弁の使用回数に少なくとも部分的に基づいて前記調
整された洗浄時間に調整される項２０の前記システム。
【００４９】
　項２２：前記少なくとも一つのコントローラは、前記洗浄弁が洗浄する毎にカウンタを
インクリメントするようにさらにプログラムまたは構成され、前記使用回数は、前記カウ
ンタに基づく項２１の前記システム。
【００５０】
　項２３：前記少なくとも一つのコントローラは、前記洗浄弁の洗浄の前の少なくとも一
つの静圧および前記洗浄弁の洗浄中の少なくとも一つの動圧を得ることによって前記少な
くとも一つの洗浄弁圧力を得るために前記洗浄弁内の前記圧力を測定する項１９～２１の
いずれかのシステム。
【００５１】
　項２４：前記洗浄時間は、前記少なくとも一つの静圧、前記少なくとも一つの動圧、お
よび前記洗浄弁の前記通水エリアに少なくとも部分的に基づいて前記調整された洗浄時間
に調整される項２３の前記システム。
【００５２】
　項２５：前記洗浄時間は、前記洗浄弁の使用回数に少なくとも部分的に基づいて前記調
整された洗浄時間に調整される項２４の前記システム。
【００５３】
　項２６：前記調整された洗浄時間は、前記洗浄弁の前記通水エリアが使用によって摩耗
された後、一貫した洗浄を提供すために前記洗浄時間をよりも短い項１９～２５のいずれ
かの前記システム。
【００５４】
　項２７：前記少なくとも一つのコントローラは、一回の洗浄当たりの水使用量を決定し
、かつ前記一回の洗浄当たりの水使用量に少なくとも部分的に基づいて前記調整された洗
浄時間を決定するようにさらにプログラムまたは構成される項１９～２６のいずれかの前
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記システム。
【００５５】
　項２８：前記一回の洗浄当たりの水使用量は、前記少なくとも一つの洗浄弁圧力および
前記洗浄弁の使用回数に少なくとも部分的に基づく項２７の前記システム。
【００５６】
　項２９：一貫した洗浄水量を提供するために洗浄弁のタイミングを最適化する洗浄弁コ
ントローラであって、当該洗浄弁に配置された圧力センサから、前記洗浄弁内の少なくと
も一つの洗浄弁圧力を受信させ、前記洗浄弁を洗浄時間の間開放させるように前記洗浄弁
内に配置されたソレノイドを制御させ、前記少なくとも一つの洗浄弁圧力に少なくとも部
分的に基づいて前記洗浄時間を調整して、調整された洗浄時間を得させ、かつ前記調整さ
れた洗浄時間の間前記洗浄弁を開放させるように前記洗浄弁内に配置されたソレノイドを
制御させる、前記洗浄弁コントローラに記憶された、または前記洗浄弁コントローラと通
信しているプログラムを実行するように構成される洗浄弁コントローラ。
【００５７】
　項３０：前記洗浄時間は、前記洗浄弁の使用回数に少なくとも部分的に基づいて前記調
整された洗浄時間に調整される項２９の前記洗浄弁コントローラ。
【００５８】
　項３１：前記洗浄弁コントローラは、一回の洗浄当たりの水使用量を決定し、かつ前記
一回の洗浄当たりの水使用量に少なくとも部分的に基づいて前記調整された洗浄時間を決
定するようにさらにプログラムまたは構成される項２９～３０のいずれかの前記洗浄弁コ
ントローラ。
【００５９】
　項３２：前記一回の洗浄当たりの水使用量は、前記少なくとも一つの洗浄弁圧力および
前記洗浄弁の使用回数に少なくとも部分的に基づいて決定される項３１の前記洗浄弁コン
トローラ。
【００６０】
　項３３：前記少なくとも一つの圧力センサから受信された前記洗浄弁内の前記少なくと
も一つの洗浄弁圧力は、前記洗浄弁の洗浄前の少なくとも一つの静圧および前記洗浄弁の
前記洗浄中の少なくとも一つの動圧を含む項２９～３２のいずれかの前記洗浄弁コントロ
ーラ。
【００６１】
　項３４：前記洗浄時間は、前記少なくとも一つの静圧、前記少なくとも一つの動圧、お
よび前記洗浄弁の通水エリアに少なくとも部分的に基づいて前記調整された洗浄時間に調
整される項３３の前記洗浄弁コントローラ。
【００６２】
　項３５：前記洗浄時間は、前記洗浄弁の使用回数に少なくとも部分的に基づいて前記調
整された洗浄時間に調整される項３４の前記洗浄弁コントローラ。
【００６３】
　項３６：前記洗浄弁コントローラは、前記洗浄弁に配置された少なくとも一つのコント
ローラまたは複数の洗浄弁と通信している少なくとも一つの中央コントローラを備え、当
該洗浄弁コントローラは、少なくとも一つのデータ記憶デバイスに前記少なくとも一つの
洗浄弁圧力を記憶するようにさらにプログラムまたは構成される項２９から３５のいずれ
かの前記洗浄弁コントローラ。
【００６４】
　項３７：一貫した洗浄量を提供するために洗浄弁のタイミングを最適化する方法であっ
て、前記洗浄弁が、通水エリアと、当該通水エリアを通して洗浄を提供するために前記洗
浄弁を開放するように構成されたソレノイドと、前記洗浄弁に配置された少なくとも一つ
の圧力センサとを備え、前記少なくとも一つのセンサから受信したデータから、前記洗浄
弁内の少なくとも一つの洗浄弁圧力を測定するステップと、前記洗浄弁を洗浄時間の間開
放させるように前記ソレノイドを制御するステップと、前記少なくとも一つの洗浄弁圧力
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に少なくとも部分的に基づいて前記第一の洗浄時間を調整して、調整された洗浄時間を得
るステップと、前記洗浄弁を前記調整された洗浄時間の間開放させるように前記ソレノイ
ドを制御するステップとを含む方法。
【００６５】
　項３８：前記洗浄時間は、前記洗浄弁の使用回数に少なくとも部分的に基づいて前記調
整された洗浄時間に調整される項３７に記載の前記方法。
【００６６】
　項３９：前記少なくとも一つの洗浄弁圧力を測定するステップは、前記洗浄弁の洗浄前
の少なくとも一つの静圧および前記洗浄弁の前記洗浄中の少なくとも一つの動圧を前記少
なくとも一つの圧力センサから得るステップを含む項３７～３８のいずれかの前記方法。
【００６７】
　項４０：前記洗浄時間は、前記少なくとも一つの静圧、前記少なくとも一つの動圧、お
よび前記洗浄弁の通水エリアに少なくとも部分的に基づいて前記調整された洗浄時間に調
整される項３９の前記方法。
【００６８】
　項４１：前記洗浄時間は、前記洗浄弁の使用回数に少なくとも部分的に基づいて前記調
整された洗浄時間に調整される項４０の前記方法。
【００６９】
　項４２：前記少なくとも一つの洗浄弁の一回の使用当たりの水量を決定するステップと
、前記一回の使用当たりの水量に少なくとも部分的に基づいて前記調整された洗浄時間を
決定するステップとをさらに備える項３７～４１のいずれかの前記方法。
【００７０】
　項４３：需要に基づいて少なくとも一つの洗浄弁のタイミングを調整するコンピュータ
実装方法であって、（ａ）少なくとも一つのネットワークデバイスで、少なくとも一つの
トイレに関連するエリア内のモバイルデバイスの数を検出するステップであって、前記少
なくとも一つのトイレは前記少なくとも一つの洗浄弁を備えるステップと、（ｂ）少なく
とも一つのプロセッサで、前記エリア内の前記モバイルデバイスの数が少なくとも一つの
定義済みの閾値を満たすかまたは超えるという決定するステップと、（ｃ）前記エリア内
の前記モバイルデバイスの数が前記少なくとも一つの定義済みの閾値を満たすまたは超え
るという決定に応答して、（ｉ）少なくとも一つのプロセッサで、前記少なくとも一つの
洗浄弁に関する調整された洗浄時間を決定し、かつ（ｉｉ）少なくとも一つのプロセッサ
で、前記調整された洗浄時間により、洗浄に使用される水量が減少するように、少なくと
も一つの洗浄弁の洗浄時間を前記調整された洗浄時間に調整するステップとを備えるコン
ピュータ実装方法。
【００７１】
　項４４：前記モバイルデバイスの数は、複数のソースから前記少なくとも一つのネット
ワークデバイスによって受信された無線信号を監視し、少なくとも一つのプロセッサで、
複数のデバイス識別子を識別するために前記無線信号を分析し、かつ少なくとも一つのプ
ロセッサで、前記複数のデバイス識別子に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデバ
イスの数を決定することによって検出される項４３の前記コンピュータ実装方法。
【００７２】
　項４５：前記無線信号は、無線ネットワークを識別するように構成された信号、無線デ
バイスを識別するように構成された信号、リクエスト信号に応答する信号、またはそれら
の任意の組み合わせのうちの少なくとも一つを含む項４４の前記コンピュータ実装方法。
【００７３】
　項４６：前記少なくとも一つのトイレは前記エリアを含む項４３～４５のいずれかの前
記コンピュータ実装方法。
【００７４】
　項４７：前記少なくとも一つの洗浄弁は、前記少なくとも一つのトイレに配置された複
数の洗浄弁を含む項４３～４５のいずれかの前記コンピュータ実装方法。
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【００７５】
　項４８：前記エリアは建物を含み、かつ前記少なくとも一つのトイレは、前記建物内に
配置された複数のトイレを含む項４３～４７のいずれかの前記コンピュータ実装方法。
【００７６】
　項４９：前記エリアは、建物の一部を含み、かつ前記少なくとも一つのトイレは、前記
建物の前記一部内に配置された複数のトイレを含む４３～４８のいずれかの前記コンピュ
ータ実装方法。
【００７７】
　項５０：前記モバイルデバイスの数は、少なくとも一つの受動モバイルデバイスを起動
するように構成された少なくとも一つのリクエスト信号を生成し、かつ前記少なくとも一
つのリクエスト信号に応答して前記少なくとも一つの受動モバイルデバイスから受信した
信号を分析することによって検出される項４３～４９のいずれかの前記コンピュータ実装
方法。
【００７８】
　項５１：前記少なくとも一つの定義済みの閾値は、複数の定義済みの閾値を含み、前記
複数の定義済みの閾値のうちの各定義済みの閾値は、異なる調整された洗浄時間に関連し
、かつ前記調整された洗浄時間を決定するステップは、前記モバイルデバイスの数が満た
すまたは超過すると決定された前記少なくとも一つの定義済みの閾値に対応する前記調整
された洗浄時間を識別するステップを含む項４３～５０のいずれかの前記コンピュータ実
装方法。
【００７９】
　項５２：少なくとも一つのプロセッサで、前記エリア内の前記モバイルデバイスの数が
少なくとも一つの定義済みの閾値以下であるか否かを決定するステップと、前記エリア内
の前記モバイルデバイスの数が前記少なくとも一つの定義済みの閾値以下であるという決
定に応じて、少なくとも一つのプロセッサで、前記少なくとも一つの洗浄弁に関する新た
な調整された洗浄時間を決定するステップと、前記新たな調整された洗浄時間が洗浄に使
用される水量が増加するように、少なくとも一つのプロセッサで、前記少なくとも一つの
洗浄弁の前記調整された洗浄時間を前記新たな調整された洗浄時間に調整するステップを
さらに備える項４３～５１のいずれかの前記コンピュータ実装方法。
【００８０】
　項５３：需要に基づいて少なくとも一つの洗浄弁のタイミングを調整するシステムであ
って、少なくとも一つのトイレに配置された複数の洗浄弁であって、当該複数の洗浄弁の
各々が、洗浄時間に基づいてそれぞれの洗浄弁を開放および閉鎖するように構成されたソ
レノイドを備える複数の洗浄弁と、前記少なくとも一つのトイレに関連するエリアに、ま
たはそれに近接して配置されたネットワークデバイスであって、無線信号を受信するよう
に構成されたネットワークデバイスと、前記ネットワークデバイスおよび前記複数の洗浄
弁と通信している少なくとも一つのプロセッサとを備え、前記少なくとも一つのプロセッ
サは、（ｉ）前記エリア内のモバイルデバイスの数を前記ネットワークデバイスによって
受信した無線信号に基づいて検出し、（ｉｉ）前記エリア内の前記モバイルデバイスの数
が少なくとも一つの定義済みの閾値を満足するかまたはそれを超えるかを決定し；（ｉｉ
ｉ）前記エリア内の前記モバイルデバイスの数が前記少なくとも一つの定義済みの閾値を
満足するまたは超えるという決定に応答して、調整された洗浄時間により、洗浄に使用さ
れる水量が減少するように、前記複数の洗浄弁の各々の前記洗浄時間を前記調整された洗
浄時間に調整するようにプログラムまたは構成されるシステム。
【００８１】
　項５４：前記少なくとも一つのプロセッサは、前記エリア内の前記モバイルデバイスの
数が前記少なくとも一つの定義済みの閾値を満たすまたは超えるという決定に応じて前記
調整された洗浄時間を決定するようにさらにプログラムまたは構成される項５３の前記シ
ステム。
【００８２】
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　項５５：前記少なくとも一つの定義済みの閾値は、複数の定義済みの閾値を含み、前記
複数の定義済みの閾値の各定義済みの閾値が異なる調整された洗浄時間に関連し、前記調
整された洗浄時間は、前記モバイルデバイスの数が満たすまたは超えると決定された前記
少なくとも一つの定義済みの閾値に対応する前記調整された洗浄時間を識別することによ
って決定される項５４の前記システム。
【００８３】
　項５６：前記モバイルデバイスの数は、複数のソースから受信した無線信号を監視し、
複数のデバイス識別子を識別ために前記無線信号分析し、かつ前記複数のデバイス識別子
に少なくとも部分的に基づいて前記モバイルデバイスの数を決定することによって検出さ
れる項５３～５５のいずれかに記載のシステム。
【００８４】
　項５７：前記無線信号は、無線ネットワークを識別するように構成された信号、無線デ
バイスを識別するように構成された信号、リクエスト信号に応答する信号、またはそれら
の任意の組み合わせのうちの少なくとも一つを含む項５３～５６のいずれかの前記システ
ム。
【００８５】
　項５８：前記少なくとも一つのトイレは前記エリアを含む項５３～５７のいずれかの前
記システム。
【００８６】
　項５９：前記エリアは、建物または建物の一部を含み、前記少なくとも一つのトイレは
、前記建物または前記建物の前記一部内に配置された複数のトイレを含む項５３～５８の
いずれかの前記システム。
【００８７】
　項６０：前記少なくとも一つのプロセッサは、少なくとも一つの受動モバイルデバイス
を起動するように構成された少なくとも一つのリクエスト信号を生成し、かつ前記少なく
とも一つのリクエスト信号に応答して前記少なくとも一つの受動モバイルデバイスから受
信した信号を分析することによって前記モバイルデバイスの数を決定するようにさらにプ
ログラムまたは構成される項５３～６０のいずれかの前記システム。
【００８８】
　項６１：前記少なくとも一つのプロセッサは、前記エリア内の前記モバイルデバイスの
数が少なくとも一つの定義済みの閾値以下であるか否かを決定し、かつ前記エリア内の前
記モバイルデバイスの数が前記少なくとも一つの定義済みの閾値以下であるという決定す
ることに応答して、前記少なくとも一つ洗浄弁に関する新たな調整された洗浄時間を決定
し、前記新たな調整された洗浄時間により、洗浄に使用される水量が増加するように、前
記少なくとも一つの洗浄弁の前記洗浄時間を前記新たな調整された洗浄時間に調整するよ
うにさらにプログラムまたは構成される項５３～６０のいずれかの前記システム。
【００８９】
　項６２：要請に基づいて少なくとも一つの洗浄弁のタイミングを調整するコンピュータ
プログラム製品であって、少なくとも一つのプロセッサによって実行されたときに、当該
少なくとも一つのプロセッサに、ネットワークデバイスによって受信された無線信号に基
づいて、複数の洗浄弁を備える少なくとも一つのトイレに関連するエリア内のモバイルデ
バイスの数を検出させ、前記エリア内の前記モバイルデバイスの数が少なくとも一つの定
義済みの閾値を満たすまたは超過するか否かを決定させ、前記モバイルデバイスの数が前
記少なくとも一つの定義済みの閾値を満たすまたは超過するという決定に応答して、調整
された洗浄時間により、洗浄に使用される水量が減少するように、前記複数の洗浄弁の各
々の前記洗浄時間を前記調整された洗浄時間に調整させるプログラム命令を含む少なくと
も一つの非一過性のコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
【００９０】
　本発明の上記および他の機能および特徴、および作動の方法および構造物の関連する要
素の機能および部品の組み合わせおよび製造の経済性は、添付の図面を参照して以下の記
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載および添付の請求項の考察に基づいてより明白になり、これらの図面の全ては、本明細
書の一部を形成し、図面中の類似の参照番号は、様々な図面において対応する部品を示す
。しかしながら、当該図面は、もっぱら例示および説明のためであって、本発明の限界の
定義として意図されたものではない。本明細書および本特許請求の範囲において使用され
るように、「ａ（一つ）」、「ａｎ（（一つ））、および「ｔｈｅ（前記）」は、文脈上
明らかに否定されない限り、複数の指示対象を含む。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
　本発明のさらなる利点と詳細は、添付の概略図に記載される例示の実施形態を参照して
より詳細に説明される。
【図１】本発明の原理に係るトイレ器具を監視するシステムの概略図である。
【図２】本発明の原理に係るトイレ器具を監視するシステムの別の概略図である。
【図３】本発明の原理に係るトイレ器具を監視する別のシステムのさらなる概略図である
。
【図４】本発明の原理に係る洗浄弁の摩耗を監視する方法のフロー図である。
【図５】本発明の原理に係る洗浄弁の摩耗を監視する別の方法のフロー図である。
【図６】本発明の原理に係る洗浄弁の摩耗を監視するさらなる方法の別のフロー図である
。
【図７】本発明の原理に係るトイレ器具を監視する方法のさらなるフロー図である。
【図８】本発明の原理に係る洗浄弁の洗浄時間を調整する方法のフロー図である。
【図９】本発明の原理に係る洗浄弁の洗浄時間を調整する方法の別のフロー図である。
【図１０Ａ】洗浄弁に関する圧力、流量、洗浄水量、および洗浄時間の間の関係を説明す
るチャートである。
【図１０Ｂ】洗浄弁に関する圧力、流量、洗浄水量、および洗浄時間の間の関係を説明す
るチャートである。
【図１０Ｃ】洗浄弁に関する圧力、流量、洗浄水量、および洗浄時間の間の関係を説明す
るチャートである。
【図１１】本発明の原理に係る複数の洗浄弁の洗浄時間を調整するシステムの概略図であ
る。
【図１２】本発明の原理に係る複数の洗浄弁の洗浄時間を調整する方法のフロー図である
。
【発明を実施するための形態】
【００９２】
　本明細書で使用されるように、「上（ｕｐ）」、「下（ｄоｗｎ）」、「上（ａｂоｖ
ｅ）」、「下（ｂｅｌоｗ）」、「頂（ｔоｐ）」「底（ｂоｔｔоｍ）」等の空間用語
または方向用語は、図面に示されているときの本発明に関連する。しかしながら、本発明
は、様々な代わりの配向を取ることができ、したがって、そのような用語は、制限するも
のと考えるべきではないことを理解すべきである。さらに、本明細書および請求項で使用
する寸法、物理的特性、処理パラメータ、材料の量、反応条件等を表す全ての数値は、全
ての例において「約（ａｂоｕｔ）」という用語によって修飾されると理解されるべきで
ある。したがって、特に指摘がない限り、以下の明細書および請求項に述べる数値は、本
発明が得ようとする所望の性質によって変化し得る近似値である。少なくとも、また請求
項の範囲への均等論の適用を制限しようとする試みとしてはなく、各数値は、少なくとも
報告された有効桁の数に照らしかつ通常の丸め技法を適用することによって解釈されるべ
きである。さらに、本明細書で開示された全ての範囲は、本明細書に含まれるありとあら
ゆる部分範囲を包含すると理解されるべきである。たとえば、「１から１０」という記載
範囲は、最小値の１と最大値の１０の間（および当該最小値と最大値を含めて）のありと
あらゆる部分範囲を含むと考えられるべきであり、すなわち、全ての部分範囲は、１以上
の最小値で始まり１０以下の最大値で終わる、たとえば、１から６．１、３．５から７．
８、５．５から１０等である。発行された特許および公開された出願等であるがそれらに
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限定されない本明細書で参照される全ての参照文献は、そのまま参照によって援用される
と理解されるべきである。「機械的逃がし」という用語は、圧力を逃がす役割として機能
するために電気または電力を必要としない逃がしデバイスまたは逃がしシステムを指す。
「電子的逃がし」という用語は、圧力を逃がす役割として機能するために電気または電力
を利用する逃がしデバイスまたは逃がしシステムを指す。
【００９３】
　本明細書で使用されるように、「通信」および「通信する」という用語は、一つ以上の
信号、メッセージ、コマンド、または他のタイプのデータの受信と送信を指す。あるユニ
ットまたはコンポーネントが別のユニットまたはコンポーネントと通信しているとは、当
該あるユニットまたはコンポーネントが、その他のユニットまたはコンポーネントからデ
ータを直接的にまたは間接的に受信しおよび／または当該別のユニットまたはコンポーネ
ントへデータを直接的にまたは間接的に送信することができることを意味する。このこと
は、事実上、有線および／または無線であり得る直接的または間接的接続を指すことがで
きる。加えて、二つのユニットまたはコンポーネントは、当該第一のユニットまたはコン
ポーネントと当該第二のユニットまたはコンポーネントの間で、送信された前記データが
変更、処理、および／または転送される可能性があるにしても、互いに通信している場合
がある。たとえば、第一のユニットは、当該第一のユニットがデータを受動的に受信しか
つデータを第二のユニットに能動的には送信しないとしても、前記第二のユニットと通信
することができる。別の一例として、第一のユニットは、中間のユニットが一方のユニッ
トからのデータを処理しかつ処理したデータを第二のユニットに送信する場合、当該第二
のユニットと通信している場合がある。多数の他の配置が可能であることが分かるだろう
。
【００９４】
　様々なタイプのトイレ器具が本発明に関して使用されることが分かるだろう。「トイレ
器具」という用語は、たとえば、トイレ環境において使用される一つ以上の弁（洗浄弁、
蛇口弁、シャワー弁等）、ペーパータオルまたはトイレペーパーディスペンサ、トイレペ
ーパーホルダ、ハンドドライヤ、ソープディスペンサ、および／または他の同様なデバイ
スおよび／またはそれらのコンポーネントを指す可能性がある。いくつかの非制限的な実
施形態では、前記トイレ器具は、洗浄弁を含む可能性がある。開示がそのまま参照によっ
て本明細書に援用される「Ｍｅｔｈоｄ　оｆ　Ｍоｎｉｔоｒｉｎｇ　Ｗｅａｒ　ｉｎ
　ａ　Ｄｉａｐｈｒａｇｍ　Ｖａｌｖｅ　Ｕｓｉｎｇ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｄｅｔｅｃｔ
ｉｏｎ」と題する米国特許第９，３８９，１５７号には、本発明に関連して使用される可
能性がある弁が記載されているが、様々な他のタイプの弁、配管設備、トイレ器具および
配置が本発明の実施形態に関して使用されることができることが分かるだろう。
【００９５】
　ここで図１を参照すると、非制限的な実施形態に係るトイレ器具を監視するシステム１
０００が示されている。示されるように、トイレ器具１０２、１０８、１１４が部屋１２
４に配置される。各トイレ器具は、それぞれのコントローラ１０４、１１０、１１６およ
び通信デバイス１０６、１１２、１１８を含む。しかしながら、一つ以上のトイレ器具１
０２、１０８、１１４が共通のコントローラおよび／または通信デバイスを共有してもよ
いことが分かるだろう。図１に示された実施形態では、前記トイレ器具は、一つのトイレ
１２４に配置されているが、前記器具は、一つ以上の建物の複数のトイレに配置されても
よいことが分かるだろう。前記コントローラ１０４、１１０、１１６は、マイクロプロセ
ッサ、ＣＰＵ等のような任意の適した演算デバイスを含むことができる。通信デバイス１
０６、１１２、１１８は、制限されるわけではないが、無線ネットワークアダプタ、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）アダプタ、イーサネットアダプタ、無線送受信機、および／
または任意の他の有線または無線のデータ通信機構等の、データを送信および／または受
信できる任意のデバイスを含むことができる。
【００９６】
　引き続いて図１を参照すると、前記システム１０００は、中央コントローラ１２０およ
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び中央データ記憶デバイス１２２も含む。前記中央コントローラ１２０は、特定のトイレ
１２４、建物の一群のトイレ、またはさらに一つ以上の建物に対する中央であり得る。前
記中央コントローラ１２０は、当該中央コントローラ１２０に関連する別の通信デバイス
（図示せず）を介して前記通信デバイス１０６、１１２、１１８の各々と通信している。
このように、前記中央コントローラ１２０は、前記トイレ器具１０２、１０８、１１４の
各々から器具データを収集し、当該器具データを前記中央データ記憶デバイス１２２に記
憶する。前記中央データ記憶デバイス１２２は、たとえば、一つ以上のデータベースを記
憶した一つ以上のハードドライブ等の一つ以上のデータ構造にデータを記憶できる任意の
メモリデバイスを含むことができる。前記器具データは、たとえば、圧力データ（たとえ
ば、前記器具の使用前、使用中、または使用後の内部水圧）、使用データ（たとえば、あ
る期間にわたる使用回数）、水使用量（たとえば、一回の使用当たりの水量またはある期
間にわたっての水量）、および／または前記トイレ器具１０２、１０８、１１４に関連す
る任意の他のデータを含むことができる。前記器具データは、一つのトイレ器具の使用毎
にまたはまとめて送信されてもよく、個別の使用情報または集成的な（たとえば、平均ま
たは中央の）使用情報を表してもよい。
【００９７】
　ここで図２を参照すると、別の一非制限的な実施形態に係るトイレ器具を監視するシス
テム１０００が示されている。ここで、前記トイレ器具は、洗浄弁２０２、２１０を含む
。当該システム１０００の各洗浄弁２０２、２１０は、水洗トイレ２００、２０８に関連
する。前記洗浄弁２０２、２１０は、各々、それぞれのコントローラ２０４、２１２によ
って制御される。各コントローラ２０４、２１２は、他のトイレ器具の一つ以上の洗浄弁
を制御することもでき、かついくつかの例では、単一のコントローラ２０４が使用される
ことができることが分かるだろう。前記コントローラ２０４は、前記弁２０２の中にまた
はその上に直接に、または他の場所（たとえば、縦溝エリア内、器具の背後、または壁の
後等）に配置されることができる。前記コントローラ２０４は、検出された水圧および他
の器具データを記憶するためにデータ記憶デバイス２０６と通信している。いくつかの例
では、前記データ記憶デバイス２０６は、前記コントローラ２０４の内部または外部にあ
ってもよくかつ前記コントローラ２０４に対してローカルまたはリモートであってもよい
ことが分かるだろう。好適かつ非制限的な実施形態において、各洗浄弁２０２、２１０は
、個別のコントローラ２０４、２１２およびデータ記憶デバイス２０６、２１４を有する
。しかしながら、他の非制限的な実施形態において、かつ本明細書中の他の場所で説明す
るように、複数の洗浄弁に共通する一つの中央コントローラおよび／または一つの中央デ
ータ記憶デバイスも使用できる。
【００９８】
　図２をさらに参照すると、前記コントローラ２０４は、当該コントローラ２０４と同じ
トイレ、設備、または領域に設置された別の洗浄弁２１０用の前記コントローラ２１２と
通信している。前記コントローラ２０４、２１２は、当該コントローラ２０４、２１２の
所与のエリア、設備、または一部にあるいくつかの他のトイレ器具用の他のコントローラ
（図示せず）と通信していてもよい。トイレ、部屋の一部、部屋の群、建物または領域中
の全てのトイレ器具は、互いに通信していてもよいことが分かるだろう。このように、前
記コントローラ２０４は、前記洗浄弁２０２の動作後の前記水圧を決定して、当該水圧を
前記データ記憶デバイス２０６に記憶された以前の水圧と比較できる。前記決定された水
圧が前記以前の水圧未満である場合、すなわち、当該二つの圧力間の差が定義済みの閾値
よりも大きい場合、前記コントローラ２０４は、次に、別のコントローラ２１２に関連す
る前記データ記憶デバイス２１４に記憶された水圧を得ることができる。このように、水
圧の予期せぬ減少が前記洗浄弁２０２に固有のものであるか、または同じ設備内の他の洗
浄弁２１０に影響を及ぼす何らかの他の問題が原因となっているのかを決定するために別
の洗浄弁２１０の前記水圧は、前記洗浄弁２０２の前記水圧と比較することができる。前
記以前の水圧は、たとえば、新たな洗浄弁キットに関する一つ以上の圧力を含むことがで
きる。新たな洗浄弁キットに関する前記圧力は、望ましい洗浄水量を達成するための時間
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にわたる水圧を表す圧力プロファイル曲線の形態であってもよい（望ましい洗浄水量はた
とえば、前記曲線の下側の面積によって表される）。前記洗浄弁が摩耗すると、前記圧力
プロファイル曲線が変化し（たとえば、同じ洗浄量を達成するためにより低い圧力ではよ
り多くの時間が必要である）、前記洗浄弁が修理または交換が必要であることを示す。
【００９９】
　非制限的な実施形態において、かつ図２を引き続いて参照すると、特定の弁２０２用の
コントローラ２０４は、前記弁２０２に不具合があるか否かを決定するために他の洗浄弁
２１０またはトイレ器具の圧力をポーリングすることができる。このポーリングは、前記
弁２０２の検出圧力が同じ弁２０２の以前の検出圧力未満であるとの決定に応じて生じて
もよく、または前記検出圧力がいくつであるかに関係なく生じてもよい。たとえば、前記
弁２０２の前記圧力が４５ＰＳＩであることが検出されると、前記弁２０２に近接する一
つ以上の洗浄弁２１０が比較のためにポーリングされてよい。一つ以上の近接洗浄弁２１
０の圧力が６０ＰＳＩである場合、弁２０２に不具合があると決定することができる。同
様に、一つ以上の近接洗浄弁２１０の前記圧力も４５ＰＳＩ、または４５ＰＳＩから定義
済みの許容範囲内である場合、前記弁２０２は不具合がないと決定されることができる。
【０１００】
　ここで図３を参照すると、別の一非制限的な実施形態に係るトイレ器具を監視するシス
テム１０００が示されている。この実施形態において、複数のトイレ器具（たとえば、洗
浄弁）２１６、２１８、２２０、２２２は、各々、関連するコントローラ２２４、２２６
、２２８、２３０を有する。この例では、前記コントローラ２２４、２２６、２２８、２
３０は、コンピュータシステム、サーバ、または他のタイプのデータプロセッサ等の中央
コントローラ２３２と通信している。前記中央コントローラ２３２は、前記コントローラ
２２４、２２６、２２８、２３０に対してローカルまたはリモートに配置されることがで
き、かつ中央データ記憶デバイス２３４と通信できる。図２に示されるように、前記コン
トローラ２０４、２１２もまた互いに直接的に通信することができることが分かるだろう
。
【０１０１】
　図３を引き続いて参照すると、動作中に、前記コントローラ２２４、２２６、２２８、
２３０は、前記それぞれの洗浄弁２１６、２１８、２２０、２２２内で検出された前記水
圧を前記中央コントローラ２３２に通信し、次に、当該水圧は、前記中央データ記憶デバ
イス２３４に記憶される。このように、特定のコントローラ２２４は、任意の他の洗浄弁
２１８、２２０、２２２の水圧を受信して、固有の洗浄弁２１６の前記水圧と比較する。
たとえば、前記洗浄弁２１６の前記水圧が以前の水圧未満である場合、または、前記二つ
の圧力間の差が定義済みの許容値（たとえば、ｎＰＳＩ）よりも大きい場合、前記コント
ローラ２２４は、比較のために前記中央データ記憶デバイス２３４に記憶された一つ以上
の水圧を受信することができる。水圧の予期せぬ変化が前記洗浄弁２１６に固有のもので
あるか、または同じ施設での他の洗浄弁２１８、２２０、２２２に影響を及ぼし得る何ら
かの他の問題（たとえば、建物全体の圧力降下）に起因しているのかを決定するために前
記中央データ記憶デバイス２３４に記憶された水圧の平均値または中央値が計算され、前
記洗浄弁２１６の前記水圧と比較されることができる。
【０１０２】
　本発明に関連して使用される弁は、開示がそのまま参照によって本明細書に援用される
「Ｍｅｔｈоｄ　оｆ　Ｍоｎｉｔоｒｉｎｇ　Ｗｅａｒ　ｉｎ　ａ　Ｄｉａｐｈｒａｇ
ｍ　Ｖａｌｖｅ　Ｕｓｉｎｇ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ」と題する米国特
許第９，３８９，１５７号によって記載された圧力監視能力等の圧力監視能力を有するこ
とができる。たとえば、前記弁は、前記弁内の流体圧力を連続的に監視する圧力変換器を
含むことができる。前記圧力変換器は、特定の時点で、たとえば、アクチュエータが作動
されるとき、前記弁が開放または閉鎖されるとき、または定義済みの間隔等の指定の時間
に前記圧力を監視することもできる。前記アクチュエータが作動されるとき、または弁使
用中の他の時点で、コントローラは、静的流体圧力を検知するために信号を前記変換器に



(20) JP 6701375 B2 2020.5.27

10

20

30

40

50

送信できる。この静圧に基づいて、望ましい洗浄水量を達成するために洗浄時間（いくつ
かの例では、ソレノイド作動時間）が計算される。前記変換器は、前記動的流体圧力を監
視し、前記洗浄時間を調整するために、前記洗浄中、電力供給が維持されることができる
。さらに、前記コントローラは、前記弁内の前記内圧を間欠的に監視するために１０分毎
等の間欠的時間周期で電力を前記圧力変換器に供給するようにプログラムされることがで
きる。
【０１０３】
　前記変換器の前記圧力監視機能は、前記弁のためのメンテナンス機能として利用される
ことができる。たとえば、ダイヤフラム弁の内部部品は、典型的には経時的に摩耗し、そ
の結果、ダイヤフラム弁を通る流体流が延長され、相当な量の水が無駄になる。多くの場
合、そのような摩耗により、前記ダイヤフラムの入口側で前記弁内の水圧が増大するのに
必要な時間に基づき前記ダイヤフラムを再封止するためにより長い時間がかかる。前記圧
力変換器と通信している前記コントローラは、通常の洗浄が要求されかつ行われた後、の
特定期間経過後に前記弁内の前記流体圧力を検出するようにプログラムされてもよい。前
記ダイヤフラムの再封止および前記弁の閉鎖を行う必要な前記水圧を達成するために要求
される典型的な時間範囲は、前記弁の通常の動作に基づき既知である。前記既知の期間で
の通常の洗浄後の前記圧力の比較により、前記弁の前記摩耗に関する情報を提供できる。
たとえば、前記定義済みの期間後に検出された前記水圧が、既知の前記典型的な水圧値未
満である場合、前記弁は、点検または交換を必要としている可能性ある。この情報を含む
信号は、中央処理ユニットに送信してよく、次に、前記中央処理ユニットは、点検が必要
であることを前記メンテナンススタッフに知らせる警告を発生することができる。
【０１０４】
　非制限的な実施形態において、前記弁は、前記水圧を検出し且つ当該水圧を一つ以上の
値と比較することによって点検または交換を必要としていると決定することができる。た
とえば、コントローラは、一つ以上の洗浄弁に関連付けることができる。前記コントロー
ラは、前記洗浄弁内に位置する圧力変換器と通信しており、かつ動作後の前記弁内の水圧
を検出するように構成することができる。いくつかの非制限的な実施形態では、前記圧力
は、前記洗浄弁の動作後に特定の期間が経過したときに検出することができる。一例とし
て、この期間は、通常の動作中に（たとえば、前記弁が新しいとき、またはそれ以外の場
合では許容される動作状態内にあるとき）、前記洗浄弁が再封止されることになる時間で
あり得る。かかる期間は、所定値であってもよく、または他の例では、過去のデータ、前
記弁の過去の作動に関連する期間、他の弁に関連する期間等から動的に決定されてもよい
ことが分かるだろう。
【０１０５】
　非制限的な実施形態では、前記検出された圧力と比較される前記値は、様々な方法で決
定および／または特定されることができる。たとえば、比較圧力値は、前記弁の作動前、
前記弁の作動時、および／または前記洗浄弁の以前の作動後かつ前記洗浄サイクルの完了
後に同じ洗浄弁から検出することができる。さらに、本明細書で説明されるように、前記
比較圧力値は、一つ以上の他の洗浄弁の圧力、一つ以上の他の洗浄弁の圧力の平均等であ
ってもよい。いくつかの非制限的な例では、前記比較圧力は、一つ以上の他の洗浄弁の圧
力に加えて特定の弁に関する以前すなわち過去の圧力に基づいてもよい。そのような例で
は、前記一つ以上の他の弁の前記圧力値は、前記弁の検出圧力と当該弁の一つ以上の以前
の圧力との間の差が何らかの外的要因（たとえば、建物全体、設備、またはそれらの一部
に影響を及ぼす圧力低下）に起因しないことを検証するために使用することができる。前
記比較圧力値は、前記洗浄弁に関連するコントローラを介して、または前記コントローラ
と通信しているリモートのデバイスまたはインターフェースを介してユーザによって設定
されてもよい。たとえば、前記比較圧力は、中央コントローラのユーザインタフェースを
介して、前記弁に対してローカルなコントローラを介して、および／または様々な他の方
法で設定することができる。さらに、上記で説明したように、前記比較圧力は、洗浄期間
にわたる圧力の変化を表す曲線を含んでもよい。前記曲線は、初期の圧力読み取りから決
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定さる新たな洗浄弁キットのプロファイルであってもよく、または特定の使用回数または
履歴を有する洗浄弁の予期されるプロファイルであってもよい。
【０１０６】
　非制限的な実施形態では、前記弁は、二つ以上の検出された圧力が、前記弁の一つ以上
の以前の圧力未満である場合、または二つ以上の検出された圧力の前記差が指定の閾値よ
りも大きい場合、欠陥がありかつ点検または交換を必要としていると決定することができ
る。これらの実施形態では、前記弁に不具合があるか否かを決定する前に少なくとも一つ
の他の比較を待つことによって、誤ったアラームおよび誤った警告が回避されることがで
きる。たとえば、第一の圧力が６０ＰＳＩでありかつその次の検出された圧力が４５ＰＳ
Ｉである場合、当該圧力の降下は、例外であることが決定される可能性がある。したがっ
て、これらの非制限的な例では、第三の圧力（または所定数のさらなる圧力）が、前記弁
に不具合があると決定する前に検知されることができる。たとえば、第三の圧力も４５Ｐ
ＳＩである場合、前記弁に実際に不具合があることおよび４５ＰＳＩの前記第二の圧力が
例外ではなかったと決定されることができる。同様に、前記第三の圧力が６０ＰＳＩであ
る場合、４５ＰＳＩの前記第二の圧力が例外であった、前記弁が点検または交換を必要と
しないと決定することができる。同様に、所定数のさらなる圧力が、また４５ＰＳＩであ
る、または６０ＰＳＩ未満である場合、前記弁に不具合があることを決定することができ
る。
【０１０７】
　ここで図４を参照すると、非制限的な実施形態に係る、洗浄弁が点検または交換を必要
としていることを決定する方法が示されている。第一のステップ４００では、前記洗浄弁
が作動した後の定義済みの時点で当該洗浄弁内の水圧が検出される。上記で説明したよう
に、前記定義済みの時間は、前記システムに予め設定することができ、または前記圧力を
検出する前に何らかの他の方法で決定することができる。前記水圧は、前記洗浄弁の後続
の作動の前に任意の時点で検出されてもよい。たとえば、前記水圧は、前記弁を作動する
コマンドの受信に応答して当該弁を作動する前に検出されてもよい。前記水圧が、前記定
義済みの時点で検出された後、当該圧力は、第二のステップ４０２にて、他の水圧値と比
較される。一例として、前記検出された水圧は、前記弁の通常の（すなわち、不具合がな
い）作動に関連する典型的な水圧と比較されることができる。上記で説明したように、他
の弁も、前記検出した水圧、たとえば、前記洗浄弁の以前に測定された水圧、当該洗浄弁
と同じ設備にある別の一つの洗浄弁の圧力、複数の洗浄弁の圧力の平均等と比較されても
よい。
【０１０８】
　図４を引き続いて参照すると、ステップ４０２での前記検出された水圧の他の水圧との
比較の結果は、前記それぞれの圧力の値の間に差を生じ得る。ステップ４０４にて、前記
差が、制限するわけではないが、定義済みの値のような閾値よりも大きい（または定義済
みの許容範囲の外）か否かが決定される。圧力間の前記差が、前記閾値を超えない場合、
または許容量を超えて前記閾値を超えない場合、前記弁に不具合はないまたは漏れまたは
圧力差が最小でありかつ前記弁は点検または交換を必要としないと決定することができる
。他の非制限的な実施形態では、許容値または閾値が使用されてなくてもよく、任意の圧
力差が、弁に不具合があるという決定につながってもよく、または当該決定の要因として
もよいことが分かるだろう。前記差が前記閾値を超える場合、または圧力間に差がある場
合、本方法は、ステップ４０６に進んでよく、このステップ４０６で、前記洗浄弁は点検
または交換が必要であることが決定される。ステップ４０８で、警告が送られることがで
きる。前記警告は、インジケーター光、ｅメール、電話呼び出し、テキストメッセージ、
グラフィカルユーザインターフェースでの通知、データベースへの記録の形態であっても
よいし、または任意の他の手段によってもよい。差がない場合または前記差が有意でない
場合、本方法は、ステップ４１０で前記弁の次の洗浄後に繰り返すことができる。
【０１０９】
　非制限的な実施形態において、かつ本明細書で記載するように、一つ以上の弁が共通の
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コントローラを共有できる。このような例では、一つの弁で検出された圧力は、別の弁に
不具合がありかつ点検または交換が必要であるか否かを決定するために使用することがで
きる。しかしながら、図１に示す前記非制限的な実施形態等の別の例では、異なるコント
ローラは、複数の弁を作動するために使用することができ、かつ前記それぞれのコントロ
ーラは、様々な有線または無線技術およびプロトコルを使用して互いに通信していること
していることができる。さらなる例では、前記夫々のコントローラは、共通の中央コント
ローラと通信していることができる。非制限的な実施形態では、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登
録商標）、ＷｉＦｉ（登録商標）、近距離無線通信（ＮＦＣ）、および／または他の無線
通信プロトコルがコントローラ間で通信するために使用されることができる。他の弁から
の圧力読み取りを使用することにより、同じ設備に設置された特定の弁に不具合があるか
否か、または圧力の差が、たとえば、前記建物全体または設備に影響を及ぼす圧力降下等
の何らかの他の理由に起因するのか否かの決定が支援される。
【０１１０】
　図２を再び参照すると、非制限的な実施形態では、前記弁２０２、２１０は、いくつか
の異なる構成において前記弁２０２、２１０の夫々のコントローラ２０４、２１２を介し
て互いに通信していることができる。トイレ器具データは、直接にまたは前記データを受
信しかつ前記データを分配するローカルのおよび／またはリモートのコントローラを介し
て前記弁２０２、２１０間で共有することができる。このように、前記弁の前記コントロ
ーラは、当該弁のデータを他の弁からのデータと比較することによって誤りを検出できる
。たとえば、一つのエリアに六つの弁がある場合、これら六つの弁は、一つの群とみなす
ことができ、これら弁の一つ以上のコントローラは、前記弁に不具合があるか、または点
検（たとえば、トイレの詰まり、清掃の必要、トイレットペーパー切れ等）が必要であり
得ることを示す例外または異常（たとえば、前記弁の一つが使用されていないがその他の
弁が使用されている）を決定することができる。このように、清掃またはトイレットペー
パー等の必要のような機械的または電気的に検出されることができない不具合は、他の器
具に対する使用回数（または使用がないこと）に基づいて決定されることができる。
【０１１１】
　さらに、当業者は、弁、ハンドドライヤ、ペーパータオルディスペンサ、トイレットペ
ーパーホルダ、ソープディスペンサ等を含むがそれらに限定されない、トイレで使用され
る多くの他のデバイスが、本明細書で記載される本システムと本方法を使用して自動認識
されることができる。このように、各デバイス、または中央プロセッサは、その他の同様
に装備されたデバイスからのデータを比較でき、かつ不具合がある作動を示す例外および
異常を検出して報告することができる。たとえば、前記システムは、前記弁が洗浄のため
に使用されているが、前記ハンドドライヤおよび／またはペーパータオルディスペンサが
同様の頻度で使用されていないことを決定した場合、これらの器具の点検または交換が必
要である可能性があると決定することができる。同様に、一つのトイレに複数のハンドド
ライヤおよび／またはペーパータオルディスペンサがあり、かつこれらの器具の内の一つ
以上が、他の器具よりも使用頻度が少ない場合、これらの器具は、点検または修理が必要
である可能性があると決定されることができる。類似のまたは異なるタイプの器具に関す
るトイレ器具データ間の様々な他の比較によって点検または修理の必要性を示すことがで
きる可能性があることが分かるだろう。
【０１１２】
　再び図３を参照すると、好適かつ非制限的な実施形態では、前記システム１０００は、
様々なトイレ器具からの情報を集め、かつ通信プロトコルを介してそのような器具および
他のデバイス（たとえば、洗浄弁２１６、２１８、２２０、２２２および／またはコント
ローラ２２４、２２６、２２８、２３０）を制御しかつプログラムするために使用される
。たとえば、前記収集されたトイレ器具データは、データ記憶デバイス２３４に記憶され
ることができ、かつ水の消費量、作動の回数、メンテナンスが求められたとき（たとえば
、バッテリの交換が必要、デバイスの故障等）、器具の圧力、および他の有用な分析情報
を決定するために、一つ以上のアルゴリズムおよび／またはソフトウェアルーチンで処理
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されることができる。このトイレ器具データは、予防メンテナンス、点検呼び出し、注文
部品等をスケジュール化するために使用されることもできる。いくつかの非制限的な実施
形態では、そのようなスケジュール化は、少なくとも部分的に自動化することができる。
一例として、ペーパータオルは、一つ以上のディスペンサの使用回数に基づいて自動的に
注文することができる。
【０１１３】
　前記トイレ器具２１６、２１８、２２０、２２２および／またはコントローラ２２４、
２２６、２２８、２３０から集めることができる前記トイレ器具データは、洗浄回数、圧
力、光、ＲＦＩＤデータ、バッテリ電力、通信範囲、赤外線（ＩＲ）パルス回数、ソレノ
イド電流、通信状態／情報、位置、および／またはモード（たとえば、自動、マニュアル
オーバーライド等）を含むがそれらに限定されない。非制限的な実施形態では、トイレ器
具データは、器具が設置されている環境に関して検知および／または収集された情報も含
むことができることが分かるだろう。そのような環境データは、たとえば、トイレの一つ
以上のセンサで検出されるような周囲光レベル（たとえば、光度）、音響レベル、湿度等
を含むことができる。
【０１１４】
　好適かつ非制限的な実施形態では、前記トイレ器具データは、所与の期間における洗浄
弁または他のトイレ器具の使用回数（たとえば、洗浄回数）を含む。たとえば、プログラ
ムのカウンタは、洗浄弁が、当該弁または当該弁の部品（たとえば、ダイヤフラム）の前
回の交換から使用されるたびにインクリメントすることができる。このように、水が流れ
続けて無駄にならないように洗浄弁の故障前に、予防メンテナンスをスケジュール化しか
つ実行することができる。交換および点検は、たとえば、ＲＦＩＤタグ、バーコード、一
つ以上のデータベースにおける一意の識別子等を含む様々な手段によって追跡することが
できる。バッテリ電圧を知りかつ追跡することによって、バッテリが寿命の終わりに近づ
いているか否かを決定することもでき、かつそのような決定に応答して、前記中央コント
ローラ７３２は、スタッフに交換を警告することができる。警告は、ｅメール、テキスト
メッセージ、ポップアップまたはプッシュ通知、ステータスライト等を介して達成するこ
とができる。
【０１１５】
　さらに、トイレ器具データは、トイレ器具を構成しかつ最適化するために使用すること
ができる。たとえば、検出された圧力および弁の使用／洗浄回数を用いて、前記弁のタイ
ミングは、水の消費を最適化するように調整することができる。たとえば、前記水圧およ
び前記使用回数から水の使用量を決定するために一つ以上のアルゴリズムが使用されるこ
とができる。この情報は、前記弁のタイミングを制限または設定するために使用すること
ができる。タイミングシステムは、「Ｒｅｍｏｖａｂｌｅ　Ｔｉｍｅ　Ａｄｊｕｓｔｉｎ
ｇ　Ｄｅｖｉｃｅ，Ｓｙｓｔｅｍ，ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ａｄｊｕｓｔｉｎｇ
　ａｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｌｕｍｂｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ」と題する米
国特許出願公開第２０１４／０３７９１４５号に記載されており、本米国特許出願公開は
そのまま参照によって本明細書に援用される。洗浄弁の前記タイミングは、たとえば、洗
浄前の静圧、前記洗浄弁の前記通水エリア、および前記洗浄中の前記動圧に少なくとも部
分的に基づいて決定することができる。このように、前記洗浄時間は、前記建物の圧力が
前記洗浄中に変動したとしても、一回の洗浄当たり一貫した水量を提供するように調整す
ることができる。
【０１１６】
　図２を再び参照すると、非制限的な実施形態に係る洗浄トイレ２００、２０８および関
連するコントローラ２０４、２１２のシステム１０００が示されている。前記洗浄弁２０
２、２１０の各々は、内部に、前記洗浄弁２０２、２１０本体の一つ以上の領域内に一つ
以上の圧力を測定するための一つ以上の圧力センサ（図示せず）が配置されている。圧力
センサは、一つ以上の洗浄弁２０２、２１０に関連づけられているが、コントロールスト
ップまたは前記洗浄弁２０２、２１０に接続された他の配管設備内等の前記洗浄弁２０２
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、２１０本体の外部に位置してもよい。前記コントローラ２０４、２１２は、夫々、前記
洗浄弁を作動させて（たとえば、開放または閉鎖させる）前記一つ以上の圧力センサから
測定値を得るようにプログラムされる。前記コントローラ２０４、２１２は、前記洗浄弁
２０２、２１０に所与の時間（たとえば、１．５秒）で水を流すように最初にプログラム
されることができる。洗浄弁２０２が洗浄弁２１０よりも多く使用されると、たとえば、
前記洗浄弁２０２がより多く摩耗する可能性がある。したがって、一貫した洗浄量を提供
するために、一つ以上の洗浄弁２０２、２１０に対して定義済みの洗浄時間を調整するこ
とが望ましい。そのような調整は、前記圧力および／または使用量が一つ以上の定義済み
値の許容量内であること決定すると、自動的に行われることができる。前記洗浄時間は、
連続的に、または他の例では、スケジュールされた間隔で周期的に調整することができる
。様々な配置が可能であることが分かるだろう。
【０１１７】
　洗浄弁２０２、２１０の前記通水エリアは、たとえば、米国特許第９，３８９，１５７
号に記載されているような、前記弁の上部室内のバイパス孔の前記通水エリアを含むこと
ができる。この通水エリアが時間経過にしたがって摩耗するにつれて、前記上部室が満た
される時間が短くなり、したがって、より少ない水でより短い洗浄となる可能性がある。
これは、前記ソレノイドが閉鎖しかつ前記上部室が満杯になり前記弁を封止してからの遮
断時間に基づいて知ることができる。このように、前記弁が複数回の使用によって摩耗す
ると、前記アルゴリズムが、一貫した洗浄を提供するために前記洗浄弁の前記通水エリア
に関して調整されることができるので、洗浄の回数も、洗浄時間を決定するために使用す
ることができる。一例として、通常の遮断時間が１．５秒であり、前記遮断時間が１．０
秒である点まで前記通水エリアが摩耗されると、前記洗浄時間は、一貫した洗浄を提供す
るために０．５秒だけ調整することができる。逆に、前記バイパス孔が摩耗されないが、
水が本管から前記弁に流れる箇所で前記弁本体が摩耗されると、前記水の使用量が増加す
る（たとえば、望ましい１．６ガロンではなくて１．７ガロン）。
【０１１８】
　前記コントローラ２０４、２１２は、前記動圧が、以前よりも低いことを決定すること
ができ、この決定に応答して、前記設備（fixture）に対して大きくなった通水エリアを
補償しかつ水使用量の低減を維持するために前記洗浄時間をより短い洗浄時間に調整でき
る。したがって、洗浄時間は、前記弁内の一つ以上の圧力、洗浄弁の使用量、および／ま
たは任意の他のトイレ器具データに基づいて調整することができる。一例として、プログ
ラムのカウンタが定義済みの使用回数に達すると、洗浄時間に対する調整が自動的に行わ
れることができる。そのようなカウンタは、アクチュエータの作動、ハンズフリーセンサ
の起動、水圧変動等によって示されるように、前記洗浄弁が作動される度に、インクリメ
ントすることができる。このように、独立して前記使用回数は、前記洗浄時間に影響を及
ぼすことができ、他の非制限的な例では、前記使用回数は、前記洗浄弁に配置されたまた
は前記洗浄弁に関連して一つ以上の圧力センサから得られた一つ以上の圧力と共に調整さ
れる洗浄時間要因となることができる。他の例では、洗浄時間に対する調整は、トイレッ
トペーパーの使用量および／または残量（たとえば、重量または嵩によって決定されるよ
うに）に基づいて、自動的に行うことができる。前記洗浄時間を調整するために任意のタ
イプのトイレ器具データが使用されることができることが分かるだろう。
【０１１９】
　非制限的な実施形態では、器具および／または水の使用量を制御するために一つのエリ
アに関する総圧力が使用できる。たとえば、ある配管ネットワークに関する総水圧を知る
ことによって、最適圧力を確保するために弁の前記起動が制限または調整されることがで
きる。一例として図３を参照すると、複数の洗浄弁２１６、２１８、２２０、２２２の前
記圧力は、トイレで監視することができ、かつ前記洗浄弁のタイミングを制御するために
使用することができる。そのような例では、前記トイレの前記水圧が複数回の使用によっ
て低くなると、一つ以上のコントローラ２２４、２２６、２２８、２３０、２３２は、前
記圧力が安定するまで、または定義済みの時間が経過するまで他の弁の前記洗浄を制限で
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きる。たとえば、弁２１６、２１８、２２０が使用されており、かつ全ての弁に利用可能
な合計の水圧が低い場合、弁２２２の使用は前記圧力が安定するまで制限されることがで
きる。前記圧力は、制限するわけではないが、時間、使用量等の一つ以上のパラメータに
基づいて傾向および／またはパターンを決定するために分析してもよい。検出された圧力
を傾向および／または過去のデータと比較することによって、本システムは、例として、
弁が作動しているかまたは漏れているかを決定でき、かつ緊急事態または点検の必要性に
対する警告を発することができる。
【０１２０】
　図３を参照して、好適かつ非制限的な実施形態において、前記複数の洗浄弁２１６、２
１８、２２０、２２２から受信した前記トイレ器具データは、前記洗浄弁の各々のソレノ
イド電流を含むことができ、前記コントローラ２３２は、そのような電流の傾向およびパ
ターンを決定するために前記ソレノイド電流を分析できる。この電流情報を使用して、前
記コントローラ２３２は、ソレノイドが故障しているか否かを決定できる。たとえば、過
去の電流が実際の電流と比較される場合、この比較に基づいて、前記電流が増加している
と決定できる。前記増加する電流傾向に基づいて、前記ソレノイドが故障しているまたは
故障している可能性が有ることを決定できる。たとえば、検出された電流の前記傾向が、
電流の大きな増加を示す場合、前記ソレノイドが開放せずおよび洗浄が行われなかったと
決定できる。前記ソレノイドコイルに電力が供給されると電流が増加し、前記電流傾向の
小さな「低下」は、前記プランジャが前記弁の弁座から離れた瞬間を表す。したがって、
本システムは、前記ソレノイドまたは前記プランジャにエラーまたは不具合があるか否か
を決定しかつ点検または交換が必要であると決定するために過去の電流傾向を分析できる
。たとえば、６０ＰＳＩで、電流における前記小さな「低下」が一貫して０．３秒で発生
し、次に、増加する（たとえば、０．４秒まで、次に、０．５秒まで）場合、エラーまた
は不具合があると決定できる。本システムが、電流の前記小さな「低下」を認識しない場
合、前記プランジャが動かず、したがって、動けなくなっていること、または前記コイル
のソレノイド巻線が故障したこと、および点検または交換が必要であることを決定できる
。
【０１２１】
　ここで図５を参照すると、別の非制限的な実施形態に係る、洗浄弁が点検または交換が
必要であることを決定する方法が示されている。第一のステップ５００で、少なくとも一
つの第一の水圧が、前記洗浄弁の少なくとも一回の作動後に検出される。たとえば、この
ステップは、前記洗浄弁の作動の続く期間に一回の水圧を検出すること、または前記洗浄
弁の連続する作動に続く連続する水圧を検出することを伴うことができる。前記一つ以上
の水圧が、第二のステップ５０２でメモリに記憶される。第三のステップ５０４で、前記
弁の後続の作動後に後続の水圧が検出される。たとえば、前記後続の作動は、ステップ５
００の作動に続く次の作動であってもよく、ステップ５００の前記作動よりも後の他の作
動であってもよい。次のステップ５０６では、前記後続の水圧は、ステップ５０２でメモ
リに記憶された前記少なくとも一つの第一の水圧と比較される。このステップ５０６は、
前記後続の水圧を以前の水圧に比較すること、前記後続の水圧を以前の水圧の平均と比較
すること等を伴う可能性がある。いくつかの例では、ステップ５０２で記録された前記以
前の水圧は、前記洗浄弁の前記後続の作動の直前でもよいし、および他の例では、ステッ
プ５０２に記録された前記以前の水圧は、前記洗浄弁のもっと前の作動からでもよい。様
々な他の配置が可能である。
【０１２２】
　図５を引き続き参照すると、次のステップ５０８で、検出された前記後続の水圧が以前
に検出されかつ記録された前記少なくとも一つの第一の水圧未満であるか否かが決定され
る。このステップ５０８は、いくつかの例では、前記後続の水圧が前記少なくとも一つの
第一の水圧未満であるか否か、または前記圧力の差が定義済みの閾値を超えるか否かを決
定することを伴う可能性がある。たとえば、前記定義済みの差が５ＰＳＩであり、前記後
続の水圧は５８ＰＳＩであり、かつ前記以前の水圧（または以前の水圧の平均）が６０Ｐ
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ＳＩである場合、前記後続の水圧と前記以前の水圧との前記差が前記５ＰＳＩの閾値以内
であり、したがって、前記洗浄弁には不具合がないと決定することができる。しかしなが
ら、他の例では、定義済みの差が前記決定の要因としなくてもよく、以前の水圧未満の水
圧であれば、前記洗浄弁に不具合があることを決定するには充分であり得ることが分かる
だろう。したがって、前記後続の水圧が一つ以上の以前の水圧未満であることが決定する
と（または前記差が定義済みの閾値を超える場合）、本方法は、ステップ５１０に進み、
このステップ５１０で、前記洗浄弁が点検または交換を必要としていることが決定される
。ステップ５１２で、前記洗浄弁が点検または交換を必要としていること示す警告が発生
されるおよび／またはリモートのデバイスに送信されることができる。ステップ５０８で
、前記水圧が一つ以上の以前の水圧以上である場合（または、前記差が閾値未満である場
合）、本方法は、次の洗浄５１４を通して続き、ステップ５０４から繰り返す。この例で
は、前記後続の水圧は、以前の水圧になることができ、新たな後続の水圧が前記洗浄弁の
次の作動に関して検出される。他の変形が可能である。
【０１２３】
　ここで図６を参照すると、他の非制限的な実施形態に係る、洗浄弁の点検または交換が
必要であることを決定する方法が示されている。第一のステップ６００で、複数の水圧が
複数の洗浄弁の各々から検出される。前記複数の洗浄弁は、たとえば、共通の設備に設置
されることができる。前記複数の水圧は、次のステップ６０２でメモリに記録される。ス
テップ６０４で、前記設備の洗浄弁の水圧は、前記弁の作動に続く時点で検出される。次
のステップ６０６で、前記検出された水圧が、ステップ６００で検出された前記複数の水
圧のうちの一つ以上と比較される。前記水圧の前記比較は、前記水圧間の差を生じ得る。
いくつかの例では、前記複数の水圧の平均は、比較のために使用されてもよいし、他の例
では、前記複数うちの一つ以上の水圧が使用されてもよい。ステップ６０８で、前記検出
された水圧と前記水圧との間の前記差が定義済みの閾値よりも大きいか否かが決定される
。前記差が前記閾値よりも大きい場合、本方法は、ステップ６１０に進むことができ、前
記ステップ６１０で、前記洗浄弁の点検または交換が必要であることが決定される。ステ
ップ６１２で、前記洗浄弁が点検または交換を必要としていることを示す警告が発生され
るおよび／またはリモートのデバイスへ送信されることができる。ステップ６０８で、前
記水圧が一つ以上の以前の水圧以上である場合（または、前記差が定義済みの閾値未満で
ある場合）、本方法は、前記次の洗浄６１４を通して続き、ステップ６０４から繰り返す
。
【０１２４】
　ここで図７を参照すると、別の非制限的な実施形態に係る、洗浄弁の点検または交換が
必要であることを決定する方法が示されている。第一のステップ７００で、複数のトイレ
器具の使用が、各器具に関連する一つ以上のセンサで検出される。使用とは、たとえば、
洗浄、ペーパータオルまたはソープの分配、蛇口の開放等であり得る。ステップ７０２で
、前記器具の使用データは、中央データ記憶デバイスおよび／または前記器具に対してロ
ーカルのメモリに記憶される。使用データは、使用発生時に器具から直ちに送信されるこ
とができ、または、他の例では、器具は、ある期間に使用データを周期的に送信してもよ
いことが分かるだろう。さらに、非制限的な実施形態では、トイレ器具の使用は、一つの
器具または一組の器具に帰属する、送水管内の圧力の変化を検出するセンサ等の、前記器
具の外部にある一つ以上のセンサで検出されることもできる。次のステップ７０４で、ト
イレ器具の前記使用データは、少なくとも一つの他のトイレ器具からの使用データと比較
される。たとえば、ある期間のトイレ器具の使用回数が、近くの器具の使用回数未満であ
るか否か、または複数の器具の使用回数の平均値または中央値未満であるか否かが決定さ
れることができる。
【０１２５】
　図７を引き続いて参照すると、次のステップ７０６で、使用量のわずかな差と使用量の
有意な差とを区別するために使用データ中の前記差が定義済みの許容値（たとえば、ｎ回
の使用またはｎパーセント）よりも大きい（またはそれに等しい）か否かが決定される。
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前記差が定義済みの許容値よりも大きい（またはそれに等しい）場合、本方法は、ステッ
プ７０８へ進み、前記トイレ器具が点検または交換を必要としていることが決定される。
ステップ７１０で、前記トイレ器具が点検または交換を必要としていることを適切な人員
に通知するために警告が発生される。ステップ７０６で、使用データの前記差が定義済み
の許容値未満であり、したがって、何らかの懸念を引き起こすほど有意ではないことが決
定されると、本方法は、ステップ７１２で前記次のトイレ器具に進み、当該次の器具にて
ステップ７０４を再開する。
【０１２６】
　ここで図８を参照すると、好適かつ非制限的な実施形態に係る洗浄弁の洗浄時間を調整
する方法が示されている。第一のステップ８００で、前記洗浄弁が作動されていないとき
に、静圧が得られる。前記静圧は、洗浄前または洗浄の完了に続く定義済みの時点で得る
ことができる。前記静圧は、前記洗浄弁に配置されたまたは前記洗浄弁に関連付けられた
一つ以上の圧力センサによって得ることができる。ステップ８０２で、前記洗浄弁の作動
は、たとえば、洗浄アクチュエータの作動、ハンズフリー信号の起動等によって検出され
る。前記洗浄中、動的洗浄弁圧力がステップ８０４で得られる。前記動的洗浄弁圧力は、
前記洗浄作動直後にまたは洗浄作動の検出から定義済みの間隔で得ることができる。ステ
ップ８０６で、プログラムのカウンタは、前記洗浄弁が使用された回数をカウントするた
めにインクリメントされる。このカウンタは、所与の期間にわたっての洗浄回数を表すこ
とができ、かつ前記洗浄弁が修理または交換されるときにリセットすることができる。ス
テップ８１０で、前記コントローラは、洗浄作動中に使用されている水量を決定する。こ
の決定は、前記静圧、動圧、前記洗浄弁の通水エリア、洗浄の回数、前記水量を測定する
フローメータ等を含むがそれらに限定されない多くのパラメータに基づくものでもよい。
【０１２７】
　前記洗浄弁が使用されると、使用される水量が増加し得る。このように、一非制限的な
例では、特定の洗浄値に関して、ｘ回の使用（たとえば、１，０００）により、典型的に
は、水量がｙ増加する（たとえば、０．１ガロン）ことを決定するためにモデルを採用す
ることができる。異なるタイプの弁、利用可能水圧、および使用のタイプは、全て、一回
の洗浄で使用される水がいくらかを決定する要因としてもよいことが分かるだろう。図８
を戻って参照すると、ステップ８１２で、一回の洗浄で使用された水の量が閾値ｎを超え
るか否かが決定される。たとえば、前記閾値は、たとえば、０．１ガロンまたは別の許容
値以上の差が、前記洗浄時間を調整することを必要とするのに十分有意であるように水の
典型的な使用量（たとえば、一回の洗浄当たり１．６ガロン）からの定義済みの許容値で
あることができる。前記水使用がこの閾値および／または許容値を超えていることが決定
されると、本方法は、ステップ８１４に進み、調整された洗浄時間が決定される。前記調
整された洗浄時間は、たとえば、洗浄中に使用された水量、前記洗浄弁の通水エリア、前
記洗浄弁の使用回数、前記弁内から得られた一つ以上の圧力（たとえば、静圧および／ま
たは動圧）、または他の要因等の多くのパラメータに基づくことができる。前記調整され
た洗浄時間は、水使用に基づく定義済みのインクリメンタルな変化であることも分かるだ
ろう。たとえば、水の使用量が０．１ガロン超過する毎に、前記洗浄時間が０．５秒だけ
減少することができる。前記調整された洗浄時間は、様々な他の方法で決定することがで
きることが分かるだろう。ステップ８１６で、前記コントローラは、前記洗浄弁の前記洗
浄時間を調整する。
【０１２８】
　ここで図９を参照すると、別の非制限的な実施形態に係る洗浄弁の洗浄時間を調整する
方法が示されている。この例では、前記洗浄弁の使用回数は、洗浄時間の変化に相関させ
る。ステップ９００で、前記洗浄弁の作動が検出される。プログラムのカウンタがステッ
プ９０２でインクリメントされる。ステップ９０４で、前記コントローラは、前記カウン
タが定義済みの値、たとえば、ｎに達したか否かを決定する。前記カウンタがこの値以上
である場合、本方法は、ステップ９０６に進み、前記洗浄時間が定義済みのインクリメン
タルな変化（たとえば、１０００回の使用毎に０．５秒）に基づいて、または使用回数、
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一つ以上の内圧、前記弁の前記通過エリア、フローメータ等であるがそれらに限定されな
い他の要因に基づく動的に決定された洗浄時間に基づいて調整することができる。
【０１２９】
　ここで図１０Ａから図１０Ｃを参照すると、非制限的な実施形態に係るチャートが示さ
れている。図１０Ａから図１０Ｃのチャートは、異なる圧力による弁の洗浄時間にわたる
流量、圧力および水量の変化を表す。前記チャートに示す曲線は、洗浄時間にわたる圧力
、流量および水量間の関係を表しており、いつ前記洗浄弁を交換または修理する必要があ
るか、または最適な洗浄水量を得るために圧力および／または洗浄時間がどの程度調整さ
れることが必要であるかを決定するために作動洗浄弁と比較されるために使用されること
ができる。図１０Ａの曲線は、定圧弁に対するものであり、曲線（Ａ）は、５５ｐｓｉで
の単一設備（fixture）の弁の流量を表し、曲線（Ｂ）は、８０ｐｓｉでの単一設備の弁
の流量を表し、曲線（Ｃ）は、５５ｐｓｉでの単一設備の弁の圧力変化を表し、曲線（Ｄ
）は、５５ｐｓｉでの単一設備の弁の水量を表し、曲線（Ｅ）は、８０ｐｓｉでの単一設
備の弁の水量を表し、かつ曲線（Ｆ）は、８０ｐｓｉでの単一設備の弁の圧力変化を表す
。図１０Ａに見られるように、３．２７秒では、前記８０ｐｓｉ設備（曲線（Ｅ））は、
１．２６ガロンの水を使用しており、当該量は前記曲線より下の領域によって表される。
３．７９秒では、前記５５ｐｓｉ設備（曲線（Ｄ））もまた同じ水量（１．２６ガロン）
を使用している。
【０１３０】
　図１０Ｂに示す曲線は、実質的に同時に作動する定圧弁に関するものであり、曲線（Ａ
）は、５５ｐｓｉでの単一設備の弁の流量を表し、曲線（Ｂ）は、曲線（Ａ）によって表
される前記弁と実質的に同時に作動する５５ｐｓｉでの単一設備の弁の流量を表し、曲線
（Ｃ）は、５５ｐｓｉでの単一設備の弁の圧力変化を表し、曲線（Ｄ）は、５５ｐｓｉで
の単一設備の弁の水量を表し、曲線（Ｅ）は、曲線（Ａ）によって表される前記弁と実質
的に同時に作動する５５ｐｓｉでの単一設備の弁の水量を表し、かつ曲線（Ｆ）は、曲線
（Ａ）によって表される前記弁と実質的に同時に作動する５５ｐｓｉでの単一設備の弁の
圧力変化を表す。図１０Ｂに見られるように、両方の弁の前記水量は、前記第一の弁（曲
線（Ｄ））が洗浄をほぼ終了するまで、実質的に相関がある。このように、１．２６ガロ
ンの同じ洗浄水量に達するために、前記第二の洗浄弁が３．９９秒かかるのに対して、前
記第一の洗浄弁は３．７９秒かかる。曲線（Ｃ）と曲線（Ｆ）を比較することにより、前
記第一の弁を洗浄すること（曲線（Ｃ）で表される圧力）で、前記第二の弁に利用可能な
前記圧力（曲線（Ｆ）によって表される圧力）が下がり、それによって前記洗浄を完了す
るためにより長い時間がかかることが示される。
【０１３１】
　図１０Ｃに示す前記曲線は、定圧弁および可変圧力弁に関するものであり、曲線（Ａ）
は、５５ｐｓｉでの単一設備の弁の流量を表し、曲線（Ｂ）は、可変圧力で作動する単一
設備の弁の流量を表し、曲線（Ｃ）は、５５ｐｓｉでの単一設備の弁の圧力変化を表し、
曲線（Ｄ）は、５５ｐｓｉでの単一設備の弁の水量を表し、曲線（Ｅ）は、可変圧力で作
動する単一設備の弁の水量を表し、かつ曲線（Ｆ）は、可変圧力で作動する単一設備の弁
の圧力変化を表す。図１０Ｃの曲線（Ｄ）で見られるように、１．２６ガロンの水で洗浄
するために５５ｐｓｉで作動する前記弁では３．７９秒かかる。逆に曲線（Ｄ）は、可変
圧力で作動する弁を使用して同じ水量の水で洗浄するために４．１４秒かかることを示し
ている。
【０１３２】
　非制限的な実施形態において、かつ本明細書で記載するように、トイレ器具データは、
器具が設置される環境に関して器具によって検知および／または収集される情報を含むこ
とができる。一例として、いくつかのトイレ器具は、バッテリによって電力が供給される
ことができ、前記トイレ器具データは、バッテリ電力を節約するために使用されることが
できる。非制限的な実施形態では、トイレ器具（たとえば、洗浄弁、ペーパ－タオルディ
スペンサ、ハンドドライヤ、ソープディスペンサ、蛇口等）はハンズフリー起動のために
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赤外線（ＩＲ）センサを含むことができる。そのような実施形態では、前記ＩＲセンサの
高周波パルスは、前記バッテリを消耗させる可能性がある。したがって、前記器具内のセ
ンサまたは前記器具の近傍のセンサによって検出される周囲光レベルは、前記光がオンで
あるかオフであるかを決定するために使用することができ、前記光がオフの場合、ＩＲパ
ルスの周波数は、バッテリ電力を節約するために減少する、またはさらには停止すること
ができる。逆に、非制限的な実施形態では、前記光がオンであることの検出により、前記
器具を作動する（たとえば、「起こす」）ことができる。前記器具は、そのような状況に
おいてスリープモードに入るように構成することもでき、前記スリープモードは、ＩＲパ
ルスの周期の低下および／または他のエネルギー節約機能を含むことができることが分か
るだろう。さらに、前記器具同士がデータを交換できるので、前記光がオフであることを
一つの器具が検出すると、前記他の器具は、前記ＩＲセンサの前記パルス周波数を減少す
ることで反応することができる。器具が使用により作動されると、一つ以上の信号が前記
トイレの残りの器具に送られて当該残りの器具も起動することができる。これらの技術は
、前記センサの前記周波数を減少する、または前記センサに供給されるエネルギー量を減
少することによって、たとえば、容量センサを含むエネルギーを消費する他のタイプのセ
ンサに対して使用することができることが分かるだろう。
【０１３３】
　非制限的な実施形態では、ＩＲセンサまたは他の近接センサは、洗浄中に使用される前
記水量を調整するために使用することができる。たとえば、人がトイレの前に立っている
か、または前記トイレに座っているかを前記器具に対する当該人の近接性に基づいて決定
するためにセンサが使用されることができる。前記人が立っていると決定すると、前記人
が排尿しており、より少ない量の水を洗浄中に使用することができると推測することがで
きる。洗浄中に使用される前記水量を調整するために他のタイプのトイレ器具データも使
用されることができる。たとえば、尿洗浄の頻度は、トイレが通常より混雑しているとき
に、水の使用がより少なくなるように前記水を調整するために使用されることができる。
前記水使用の減少は少なくとも部分的に、前記使用頻度に基づくことができる、あるいは
、前記使用頻度に基づく複数の使用モードがあってもよい。これは、例として、トイレが
イベント中は混雑し、他のときではあまり混雑しないスタジアムまたは他のイベント会場
で使用することができる。
【０１３４】
　別の非制限的な実施形態では、本システムは、人々の携帯電話または他のモバイルデバ
イスを検出するようにプログラムまたは構成される、前記トイレ内または前記トイレの近
傍のネットワークデバイスを含むことができる。そのような例では、当該ネットワークデ
バイスは、例として、前記トイレ内のモバイルデバイスを有する人々の数を決定するため
にＷｉ－Ｆｉネットワークを検索している前記デバイスまたはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）デバイスからの信号を検出できる。したがって、前記トイレ内の人数が定義済みの
閾値を満たすまたは超える場合に、前記水の使用量が減少されることができる。モバイル
デバイスから放出される様々な他の信号が使用されることができ、いくつかの例では、前
記ネットワークデバイスが信号を能動的に放出していない受動モバイルデバイスを起動お
よび検出するために一つ以上の信号を送信できる。
【０１３５】
　ここで図１１を参照すると、非制限的な実施形態に係る複数の洗浄弁２１６、２１８、
２２０、２２２のタイミングを調整するシステム１００２が示されている。エリア１１０
２は、複数の洗浄弁２１６、２１８、２２０、２２２を含み、各洗浄弁は、関連するコン
トローラ２２４、２２６、２２８、２３０を有する。前記洗浄弁２１６、２１８、２２０
、２２２は、一つ以上の便器、小便器、または他の同様なトイレ器具と流体連通している
。前記コントローラ２２４、２２６、２２８、２３０は、コンピュータシステム、サーバ
、または他のタイプのデータプロセッサ等の中央コントローラ２３２と通信している。前
記中央コントローラ２３２は、前記コントローラ２２４、２２６、２２８、２３０に対し
てローカルにまたはリモートに配置されることができ、ネットワークデバイス１１００と
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通信していることできる。前記コントローラ２０４、２１２も、直接にまたは間接的に互
いに通信できることが分かるだろう。さらに、前記中央コントローラ２３２、ネットワー
クデバイス１１００、洗浄弁２１６、２１８、２２０、２２２、およびコントローラ２２
４、 ２２６、２２８、２３０は、図１１の前記エリア１１０２内に配置されているのが
示されているが、これらのコンポーネントは、異なる場所に配置されてもよいことが分か
るだろう。非制限的な例では、前記エリア１１０２は、トイレであるか、またはトイレを
含む。他の例では、前記エリア１１０２は、トイレまたは当該トイレに配置された前記洗
浄弁２１６、２１８、２２０、２２２を含まなくてもよく、代わりに、前記トイレに近接
する、人々が集まっている領域であってもよい。いくつかの例では、前記エリア１１０２
は、建物または建物群であってもよく、他の例では、前記エリア１１０２は、建物の一部
（たとえば、床、翼、部屋等）であってもよい。
【０１３６】
　引き続いて図１１を参照すると、前記ネットワークデバイス１１００は、範囲内にある
モバイルデバイス１１０４、１１０６、１１０８、１１１０、１１１２を検出するために
使用される。前記ネットワークデバイス１１００は、無線信号を受信および／または送信
できる無線ネットワークゲートウエイ、コンピュータ、別のモバイルデバイスまたは他の
システムまたはデバイスであり得る。前記モバイルデバイスは、たとえば、携帯電話、タ
ブレットコンピュータ、ラップトップ、スマートウオッチ、および任意の他のタイプのモ
バイル電子デバイスを含むことができる。非制限的な実施形態では、前記ネットワークデ
バイス１１００は、無線ネットワークまたは無線デバイス（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ（登録
商標）ネットワーク、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）デバイス等）を検索しているモバ
イルデバイス１１０４、１１０６、１１０８、１１１０、１１１２からの信号を受信でき
る。さらに、前記ネットワークデバイス１１００は、セルラー信号、無線インターネット
信号等の他の無線信号を監視することもできる。いくつかの非制限的な実施形態では、前
記ネットワークデバイス１１００は、リクエスト信号を送信することによって一つ以上の
モバイルデバイス１１０４、１１０６、１１０８、１１１０、１１１２を起動するように
プログラムまたは構成することができる。たとえば、前記リクエスト信号は、ポーリング
信号、起動信号、および／またはモバイルデバイスから応答を引き出すように構成された
任意の他のタイプの信号であってもよい。たとえば、前記リクエスト信号は、応答信号を
引き出すものとペアリングすべきデバイスを検出するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）信
号であってもよい。当業者は、前記ネットワークデバイス１１００に近接する、または前
記エリア１１０２内またはその近くに配置された前記モバイルデバイス１１０４、１１０
６、１１０８、１１１０、１１１２を検出するための他の配置が可能であることが分かる
だろう。
【０１３７】
　さらに図１１を参照すると、非制限的な実施形態では、前記中央コントローラ２３２は
、前記ネットワークデバイス１１００と通信し、かつ前記モバイルデバイス１１０４、１
１０６、１１０８、１１１０、１１１２から前記ネットワークデバイス１１００によって
受信された前記無線信号を受信しかつ処理する。前記中央コントローラ２３２は、前記モ
バイルデバイス１１０４、１１０６、１１０８、１１１０、１１１２に一つ以上のプロパ
ティを決定するために前記無線信号を分析するようにプログラムまたは構成される。たと
えば、前記中央コントローラ２３２は、前記無線信号を介して送信されるデバイス識別子
を抽出するために当該無線信号を分析することができる。デバイス識別子は、モバイルデ
バイスまたは当該モバイルデバイスのユーザを一意に識別する一意のデバイスＩＤ（たと
えば、ＵＤＩＤ、ＥＳＮ、ＩＭＥＩ、ＩＰアドレス等）を含むことができ、かつ任意の他
の方法で、メッセージパケットのヘッダに埋め込まれる、または信号に符号化されること
ができる。デバイス識別子は、広告識別子（たとえば、ＩＤＦＡ、ＡＡＩＤ等）を含んで
いてもよい。前記受信無線信号から抽出されたデバイス識別子に基づいて、前記中央コン
トローラ２３２は、前記エリア１１０２にある、またはその近傍にある一意のデバイスの
数を決定できる。
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【０１３８】
　前記中央コントローラ２３２が、前記エリア１１０２にある、またはその近傍にあるモ
バイルデバイス１１０４、１１０６、１１０８、１１１０、１１１２の数を決定すると、
次に、前記中央コントローラ２３２は、前記トイレを使用している可能性がある前記推定
人数を補償するために前記洗浄弁２１６、２１８、２２０、２２２の前記洗浄時間が調整
される必要があるか否かを決定する。非制限的な実施形態では、検出されたモバイルデバ
イス１１０４、１１０６、１１０８、１１１０、１１１２の前記数が一つ以上の閾値また
は範囲と比較される。一例として、かつ図１１を参照して、閾値が５である場合、検出さ
れたモバイルデバイス１１０４、１１０６、１１０８、１１１０、１１１２の前記数は、
この閾値を満たすまたは超えていることになる。モバイルデバイスの前記数が前記閾値を
満たすまたは超えるとの決定に応じて、前記洗浄弁２１６、２１８、２２０、２２２の内
の一つ以上の前記洗浄時間が、より短い洗浄時間に調整されることができ、それによって
、一回の洗浄当たりより少ない水を使用する。前記洗浄時間は、前記調整された洗浄時間
を一つ以上の洗浄弁コントローラ２２４、２２６、２２８、２３０に通信することによっ
て調整することができる。いくつかの例では、前記洗浄時間を調整するために前記コント
ローラ２２４、２２６、２２８、２３０に、制御信号が通信されることができる。他の例
では、前記中央コントローラ２３２は、各洗浄弁２１６、２１８、２２０、２２２の内の
前記ソレノイドを制御でき、したがって、前記洗浄時間自体を調整できる。
【０１３９】
　前記閾値に対して異なる値が使用されることができ、かつ複数の閾値が使用されること
ができることが分かるだろう。たとえば、より多くのモバイルデバイスが検出されると、
前記洗浄時間がより短くなるように、異なる閾値は、異なる調整洗浄時間に対応できる。
前記閾値は、定義済みのものでもよく、または他の利用可能データに基づいて動的に生成
されてもよい。さらに、前記中央コントローラ２３２は、前記モバイルデバイス検出数が
閾値以下であるか否かを決定することもでき、当該決定に応じて、より少ない人数を補償
する（たとえば、より多くの水が使用できる）ように前記洗浄時間が調整されることがで
きる。このように、前記前記洗浄弁２１６、２１８、２２０、２２２の前記洗浄時間は、
前記トイレに対して想定されたまたは予期された要求に基づいて繰り返し調整することが
できる。イベントに対して多くの人々が存在すると、たとえば、前記洗浄時間は、十分な
水圧量があることを保証するために調整することができる。同様に、前記イベントが終了
し、人々が前記会場を去り始めると、前記洗浄時間は、より少ないユーザに対して補償す
るために再び調整することができる。
【０１４０】
　ここで図１２を参照すると、非制限的な実施形態に係る、複数の洗浄弁のタイミングを
調整する方法のフロー図が示されている。ステップ１２０２で、エリア内のモバイルデバ
イスから無線信号が検出される。前記無線信号は、ステップ１２０４で分析される。上記
で説明されたように、前記無線信号は、モバイルデバイスの一意のデバイス識別子または
任意の他の一意のプロパティを決定するために分析することができる。ステップ１２０６
で、前記信号の前記分析に基づいてモバイルデバイスの数が決定される。たとえば、一意
のデバイス識別子または別個の信号の数がカウントされることができる。次に、ステップ
１２０８で、前記モバイルデバイスの数が一つ以上の閾値と比較される。前記モバイルデ
バイスの数が一つ以上の閾値を満たさないまたは超えない場合、本方法は、ステップ１２
０２に戻り、さらなる無線信号が検出される。ステップ１２０８で、前記モバイルデバイ
スの数が一つ以上の閾値を満たすまたはそれを超える場合、本方法は、ステップ１２１０
に進み、調整された洗浄時間が決定される。前記調整された洗浄時間は、複数の可能な洗
浄時間から識別されてもよく、または定義済みの洗浄時間（たとえば、「高水量」「低水
量」または「基準」の洗浄時間）であってもよく、および／または前記モバイルデバイス
の数および／または他の利用可能なデータに基づいて動的に決定されてもよい。ステップ
１２１２で、前記洗浄時間は、トイレの一つ以上の洗浄弁に対して調整される。
【０１４１】
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　図１１に戻ると、エリア１１０２内の個人の数は様々な他の方法で決定することができ
かつ予期された使用量の増加を補償するために洗浄弁２１６、２１８、２２０、２２２の
タイミングを調整するための使用することができることが当業者には分かるだろう。たと
えば、建物のエントランスのセンサが、個人が当該建物に入るときに個人をカウントし、
前記洗浄時間を調整するために当該個人の数を使用することができる。他の例では、エリ
ア１１０２の配信動画を分析し、推定人数を決定するために一つ以上の画像処理アルゴリ
ズムが使用されることができる。前記洗浄弁２１６、２１８、２２０、２２２の使用量の
予期される需要は、水飲み器、蛇口等の他の器具に対する前記需要によって決定されても
よい。他の例では、前記洗浄弁２１６、２１８、２２０、２２２の使用量の予期される需
要は、会場ネットワークを通して得られる、アプリケーションプログラムインターフェー
ス（ＡＰＩ）を通して受信される等のような、チケット販売データ、食べ物および／また
は飲み物販売データ、自動販売機販売データ等のような販売データから決定することがで
きる。エリア１１０２内の前記個人の数をカウントするまたは推定する他の方法が使用さ
れてもよい。
【０１４２】
　上記説明で開示された概念から逸脱することなく、本発明に対して変更がなされること
ができることは、当業者はすぐに分かるだろう。たとえば、上記の前記機械的および電子
的な逃がしデバイスの様々な部品は、同じ弁で共に使用されることができる。したがって
、本明細書で詳細に記載された前記特定の実施形態は、一例に過ぎず、本発明の範囲に対
する限定ではなく、本発明には、前記添付の請求項および当該請求項のありとあらゆる均
等物の最大限の範囲を与えるべきである。
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【図３】
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